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（労災保険）胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準の改正等について

　労災保険における障害等級認定基準につきましては、今日の医学的知見等の進展に適合しな

い内容のもの等が見られたことから、それぞれの分野について「障害認定に関する専門検討会」

を設置し、その検討結果から必要な改正を行ってきたところであります。

　今般、胸腹部臓器の障害に関する障害認定基準について、　「胸腹部臓器の障害認定に関する

専門検討会」の報告を基に、その内容について一部改正されることとなり、平成18年4月1

目以降に治ゆしたものから適用されることとなりましたので、ご連絡申し上げます。

　また、上記専門検討会の報告において、　「治ゆ後においても症状の動揺を来すおそれのある

傷病であって、現在設けられているアフターケア制度の対象になっていないものについては、

当該傷病に係るアフターケアの新設または拡充が望まれる」と提言があったことを受け、労災

医療専門家会議の検討を経て、胸腹部臓器の障害に係るアフターケアの新設および拡充が行わ

れることとなり、障害等級認定基準の改正と同様に、平成18年4月より「労働福祉事業とし

てのアフターケア実施要領およびアフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領」が一部

改正されることとなりましたので、併せてご連絡申し上げます。

　なお、詳細につきましては、都道府県労働局にご照会いただきますようお願い申し上げます。

　また、厚生労働省においては、一般に周知するために胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改

正のポイントを説明したパンフレットを作成しております。さらに、胸腹部臓器の障害に係る

アフターケアを盛り込んだパンフレット「『アフターケア』制度のご案内」も平成18年4月

の改訂版を作成しておりますので、併せてご参照のうえご活用下さい。

［添付資料］

・胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準について

　（平18．1．25　基発第0125002号　厚生労働省労働基準局長）

・労働福祉事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア委託費の点検業務等

委託事務処理要領の一部改正について

　（平18．L25　基発第0125003号　厚生労働省労働基準局長）

・胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改正について（パンフレット）　（厚生労働省）

・労災保険『アフターケア』制度のご案内（平成18年4月）

　（厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署）



麟＼諺ン

基発第0125002号
平成18年1月25目

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準について

　胸腹部臓器に係る労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正

する省令（平成18年厚生労働省令第6号）の施行については、平成18年1月25日付け基

発第。125。・1号をもって通達したところであるが、今般・別紙のとおり「胸腹部臓器の障

害に関する障害等級認定基準」（以下「改正認定基準」という。）を定めたので、下記に留

意の上、その事務処理に遺漏なきを期されたい。

　なお、本通達の施行に伴い、昭和50年9月30目付け基発第565号別冊「障害等級認定

基準」（以下「基本通達」という。）の一部を下記3のとおり改正する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1　改正の趣旨
　胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準については、昭和50年以降一部を除き改

正されず、今日における医学的知見等の進展に適合しない部分も見られたことなどから・

　「胸腹部臓器の障害認定に関する専門検討会」を開催し、その検討結果を踏まえて胸腹

　部臓器の障害に関する障害等級認定基準の改正を行うとともに、口の障害に関する障害

　等級認定基準の一部について必要な改正を行った。

2　主な改正点

（1）胸腹部臓器の障害について

　　ア　呼吸器の障害

　　　　呼吸機能に障害を残したものについては、原因となった傷病や臓器により区別す

　　　ることなく、動脈血ガス分圧、スパイロメトリー等の検査結果等に応じて、第1級

　　　から第11級に区分することとしたこと。

　　イ　循環器の障害

　　（ア）心機能が低下したもの

　　　　　、し・筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものについ



　ては、心機能の低下による運動耐容能の低下の程度に応じて、第9級又は第11級

　とすることとしたこと。

（イ）除細動器又はペースメーカを植え込んだもの

　　除細動器を植え込んだものについては、第7級とすることとしたこと。また、

　ペースメーカを植え込んだものについては、第9級とすることとしたこと。

（ウ）房室弁又は大動脈弁を置換したもの

　　房室弁又は大動脈弁を置換したものについては・継続的な抗凝血薬療法の施行

　の有無により、第9級又は第11級とすることとしたこと。

（エ）大動脈に解離を残すもの

　　　大動脈に偽腔開存型の解離を残すものについては、第11級とすることとしたこ

　　と。

ウ　腹部臓器の障害

（ア）食道の障害

　　　食道の狭さくによる通過障害を残したものについては、第9級とすることとし

　　たこと。

（イ）胃の障害

　　　胃の障害については、胃の切除により生じる消化吸収障害等の症状の有無によ

　　り、第7級から第13級に区分することとしたこと。

（ウ）小腸の障害

　　a　小腸を大量に切除したもの

　　　　ノ」、腸を大量に切除し、消化吸収障害を残すものについては・残存する空腸及

．　　び回腸の長さに応じて、第9級又は第11級とすることとしたこと。

　　b　人工肛門を造設したもの
　　　　人工肛門を造設したものについては、パウチ等による維持管理の困難性の有

　　　無により、第5級又は第7級とすることとしたこと。

　　c　小腸皮膚痩を残すもの
　　　　ノ』、腸皮膚痩を残すものについては、瘻孔から漏出する小腸内容の量及びパウ

　　　チ等による維持管理の困難性の有無に応じて・第5級から第11級に区分するこ

　　　ととしたこと。

　　d　小腸の狭さくを残すもの

　　　　ノ』・腸の狭さくを残すものについては、第11級とすることとしたこと。

　（エ）大腸の障害

　　　a　大腸を大量に切除したもの

　　　　大腸を大量に切除したものについては、第11級とすることとしたこと。

　　　b　人工肛門を造設したもの

　　　　　人工肛門を造設したものについては、パウチ等による維持管理の困難性の有



　　無により、第5級又は第7級とすることとしたこと。

　c　大腸皮膚痩を残すもの
　　　大腸皮離を残すものについては、瘻孔から漏出する大腸内容の量及びノくウ

　　チ等による維持管理の困難性の有無に応じて・第5級から第11級に区分するこ

　　ととしたこと。

　d　大腸の狭さくを残すもの
　　　大腸の狭さくを残すものについては、第11級とすることとしたこと・

　e　便秘を残すもの
　　　便秘を残すものについては、その障害の程度に応じて・第9級又は第11級と

　　することとしたこと。

　f　便失禁を残すもの
　　　便失禁を残すものについては、その障害の程度に応じて・第7級から第11級

　　に区分することとしたこと。

（オ）肝臓の障害

　　肝硬変については第9級とすることとしたこと・また・慢性肝炎について1ま第

　11級とすることとしたこと。

（カ）胆のうの障害

　　胆のうを失ったものについては、第13級とすることとしたこと。

（キ）ひ臓の障害

　　ひ臓を失ったものについては、第13級とすることとしたこと。

（ク）すい臓の障害

　　すい臓の障害については、その障害の程度に応じて・第9級又は第11級とする

　　こととしたこと。

（ケ）腹壁瘢痕ヘルニア等

　　　腹壁撚一ルニア等については、一ルニア内容の脱出・膨隆が起こる腹圧の程

　　度に応じて、第9級又は第11級とすることとしたこと。

工　泌尿器の障害

（ア）じん臓の障害

　　　じん臓の障害については、じん臓の亡失の有無及びじん機能の低下の禾呈度によ

　　り、第7級から第13級に区分することとしたこと。

　（イ）尿管、膀胱及び尿道の障害

　　a　尿路変向術を行ったもの
　　　　尿路変向術を行ったものについては、尿路変向の術式及びパッド等による維

　　　持管理の困難性の有無により、第5級から第11級に区分することとしたこと・

　　b　排尿障害を残すもの
　　　　膀胱の機能の障害による排尿障害を残すものについては・その障害の禾呈度に



　　　応じて、第9級又は第U級とすることとしたこと。

　　　c　尿失禁を残すもの
　　　　尿失禁を残すものについては、その障害の程度に応じて、第7級から第11級

　　　に区分することとしたこと。

　　　d　頻尿を残すもの

　　　　頻尿を残すものについては、第11級とすることとしたこと。

オ　生殖器の障害

　（ア）．生殖機能を完全に喪失したもの

　　　　両側のこう丸を失ったもの、常態として精液中に精子が存在しないもの・両側

　　　の卵巣を失ったもの、常態として卵子が形成されないものを第7級とすることと

　　　したこと。

　（イ）生殖機能に著しい障害を残すもの

　　　　陰茎の大部分歓損したもの、勃起障害を残すもの漏精障害を残すもの・膣

　　　口狭さくを残すもの、両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの・頸管に閉塞を

　　　残すもの、子宮を失ったものを第9級とすることとしたこと。

　（ウ）生殖機能に障害を残すもの

　　　　狭骨盤又は比較的狭骨盤となったものを第11級とすることとしたこと。

　（エ）生殖機能に軽微な障害を残すもの

　　　　一側のこう丸を失ったもの、一側の卵巣を失ったものを第13級とすることとし

　　　たこと。

　カ　その他
　　　障害等級の認定を行うに当たって参考となる事項を・「胸腹部臓器の障害に関する

　　’医学的事項等」として取りまとめたこと。

（2）口の障害について
　　　r食道の狭さく、舌の異常、咽喉支配神経傭痺等」によって生じる嚥下障害につ

　いては、その障害の程度に応じて、そしゃく機能障割こ係る等級を準用することとし

　ているが、胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準において食道の狭さくによる

通過障害に係る障害等級認定基準を定めたことから・食道の狭さくによって生じる嚥

　下障害を口の障害として評価する対象から除外したこと。

3　基本通達の一部改正

（1）第2の4の（3）のロの（イ）中、「食道の狭さく、」を削除する。

（2）第2のうち「7　胸腹部臓器」に係る部分を削除する。

4　基本通達について
　　基本通達のr第・障害等級認定にあたっての基本的事項」については・改正認定基



準1こ基づく障害等級の認定を行うに当たっても・引き続き適用力§あること・

5　施行期日等について
（、）改正認定基準は、平成18年4月・目以降に支給事由が生じたものについて適用し・

　　平成18年3月31日までに支給事由が生じたものについては改正前の認定基準1こよる

　　こと。
（2槻に障害（補償）年金を受給してレ・る者については・改正認定基準を1童用しなレ㌔、

　　ただし、労働者災害補償保険法第15条の2、同法施行規則第14条の3又は同法施　丁

　　規則第18条の8に基づく障害（補償）給付変更請求書（様式第11号）の提出力§なさ

　　れた場合には、改正認定基準に基づき障害等級を認定し泌要に応じて障害（補償）年

　　金を改定すること。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙

　　　　　　　　　　胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準

第1　胸腹部臓器の障害と障害等級
、胸腹部臓器の障害については、障害等級表において・次のとおり等級を定めてい

　　　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し・常に介護を要するもの第1級の4

　　　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し・随時惟を要するもの第2級の2の3

　　　月旬腹部臓器の機能に著しい障害を残し・終身労務に服することができなレ’もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3級の4
　　　胸腹部臓器の機能むこ著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することがで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5級の1の3
　　　きないもの
　　　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7級の5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第7級の13
　　　　両側のこう丸を失ったもの
　　　　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第9級の7の3
　　　　もの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第9級の12
　　　　生殖器に著しい障害を残すもの
　　　　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第11級の9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第13級の3の3　　　　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

　　2　障害等級の認定に当たっては、次によること。

　　（1）胸腹部臓器（生殖器を含む。）の障害の障害等級については・その障害が単一であ

　　　　る場合1こは第2に定める基準により認定すること・また・その障害が複数認められ

　　　　る場合には、併合の方法を用いて準用等級を定めること。

　　　（2）多数の臓器に障害を残し、それらが複合的に作用するために介護が必要な希書度に

　　　　重度の障害が残ることとなる場合の翻こ・併合の方法により得られた等級が次の

　　　　総合評価による等級を明らかに下回る場合は介護の程度及び労務への支障の程度を

　　　　総合的に判断して障害等級を認定すること。

　　　　　　労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動作1こついて

　　　　　常時介護を要するもの　第1級の4
　　　　　　労務に服することができず、生命維持に必要な身のまわり処理の動イ乍について

　　　　　随時介護を要するもの　第2級の2の3
　　　　　　労務1こ服することはできないが、生命維持に必要な身のまわり処理の動作1飼

　　　　　　能であるもの　第3級の4

1



　　　　極めて軽易な労務にしか服することカ～できないもの第5級の1の3

　　　　軽易な労務にしか服することができないもの第7級の5

　　　　通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約される

　　　　もの　第9級の7の3
　　　　　通常の労務に服することはできるが、機能の障害の存在が明確であって労務に

　　　　支障を来すもの　第11級の9

第2　障害等級認定の基準．

　1　呼吸器の障害
　　　呼吸機能1こ障害を残したものの障害等級は・原則として下記（1）により判定され

　　た轍こ詔定すること．ただし、その等級が（2）又は（3）により判定された等級

　　より低し、場合には、（2）又は（3）により判定された等級により認定すること・

　　　なお、（1）1こより判定された等級が第3級以上に言亥当する場合は・（2）又は（3）

　　による判定を行う必要はないこと。
　　　また、ス．くイロメトリーを適切に行うことができない儲は・（2）による判定を行

　　わないこと。
　　（、）動胴n酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定

　　　ア　動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの
　　　　（ア）呼吸機能の低下により常時介護力泌要なものは・第1級の4とする・

　　　　（イ）呼吸機能の低下により随時介護力§必要なものは・第2級の2の3とする・

　　　　（ウ）（ア）及び（イ）に該当しないものは・第3級の4とする・

　　　　イ動脈血酸素分圧が5・T・rrを超え6・T・rr以下のもの

　　　　（ア）動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲（37T・rr以上43T・rr以下をいう・以下同じ・）

　　　　　　1こなレ、もので、かっ、呼吸機能の低　により常時介護が必要なものは・第1級

　　　　　　の4とする。
　　　　（イ）動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので・かっ・呼吸機能の低下によ

　　　　　　り随時介護が必要なものは、第2級の2の3とする。

　　　　　（ウ）動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもので・（ア）及び（イ）に該当しな

　　　　　　いものは、第3級の4とする。
　　　　　（エ）（ア）、（イ）及び（ウ）に該当しない棚ま・第5級の・の3とする・

　　　　ウ動脈血酸素分圧が6・T・rrを超え7・T・r；以下のもの

　　　　　（ア）動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないものは・第7級の5とする・

　　　　　（イ）（ア）に該当しないものは・第9級の7の3とする・

　　　　工　動脈血酸素分圧が70Torrを超えるもの

　　　　　　動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲こないものは・第鰍の9とする・

　　　（2）スパイ・メトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
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ア％、秒量が35以下又は％肺活量が4・以下であるもの

（ア）高度の呼吸困難が認められ、かつ・呼吸機能の低下により常時プト護が必要な

　　ものは、第1級の4とする。
　　　　r高度の呼吸困難」とは・呼吸困難のため・連続し下おおむね100m以上歩け

　　ないものをいう（以下同じ。）。
（イ）高度の呼吸困難が認められ、かつ・呼吸機能の低下により随時介言隻が必要な

　　　ものは、第2級の2の3とする。
（ウ）高度の呼吸困難が認められ、（ア）及び（イ）に該当しないもの1ま・第3級の

　　　4とする。
（エ）中等度の呼吸困難が認められるもの1ま・第7級の5と

　　　　r中等度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため・平地でさえ健常者と畷こは

　　　歩。すなレ、が、自分のペースでなら・km程度の歩行が可能であるものをいっ（以

　　　下同じ。）。

（オ）軽度の呼吸困難が認められるもの1ま藻11級の9とする・

　　　　　r軽度の呼吸困難」とは、呼吸困難のため・健常者と同様には階段の昇降力§

　　　できないものをいう（以下同じ。）。

イ％、秒量が35を超え55以下又は％肺活量力§4・を超え60以下であるもの

　　（ア）高度又は中等度の呼吸困難が認められるものは・第7級の5とする・

　　（イ）軽度の呼吸困難が認められるもの1ま・第11級の9とする・

ウ％、秒量が55を超え7・以下又は％肺活量力§6・を超え80以下であるもの

　　　高度、中等度又は軽度の呼吸困難が認められるものは・第11級の9とする・

（3）運動負荷試験の結果による判定
　　　（、）及び（2）による判定では障害等級に該当しないものの・呼吸機能のイ昏下

1こよる呼吸困難が認められ、運動賄試験の結果から明らかに呼吸機能1こ障害があ

　ると認められるものは、第11級の9とする。

2　循環器の障害

（1）心機能が低下したもの
　　　、む筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が1氏下したも2の障害等

級は、、む機能の低下による運動耐容能の1氏下の程度により・次のとおり認定する』

　　と。
　　ア、b機能の低下による運動耐容能の低下が中等度であるものは・第9級の7の3

　　　とする。
　　　　おおむね6MET，（メッツ）を超える強度の身体活動が缶U限されるものがこれに

　　　該当する（作業・運動の内容と運動弓重度との関連は・別添「胸腹部臓器の障害に

　　　関する医学的額等」の2の（3）のイの表を参照のこと・）・



　　（例）平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないも？の・平地を急いで

　　　　歩く、健康なノ、と同じ速度で階段を上るという身体活動力〉制限されるもの

イ．、ら機能の低下による運動耐容能の1氏下が軽度であるものは・第1 r9とする・
　　　おおむね8METSを超える強度の身体活動が制限されるものがこれに該当襲

　　（例）平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体醐一支

　　　　障がなレ、ものの、それ以上激しいか・急激な身体活動が制限さむるもの

　　（注），心機能が低下したものは、次のいずれにも該当する場合を除き・通常・療

　　　　養を要するものであること。

　　　　　（ア）心機能の低下が軽度にとどまること

　　　　　（イ）危険な不整脈が存在しないこと

　　　　　（ウ）残存する心筋虚血が軽度にとどまること

（2）除細動器又はペースメーカを植え込んだもの

ア除細動器を植え込んだものは・第7級の5とする・

イペ＿スメーカを植え込んだものは・第9級の7の3とする・

　　　（注）除細動器又はペースメーカを植え込み・かつ・心機能が低下した醐ま・

　　　　併合の方法を用いて準用等級を定めること。

（3）房室弁又は大動脈弁を置換したもの

ア継続的に抗凝血薬療法を行うものは・第9級の7の3とする・

　　イ　アに該当しないものは、第11級の9とする。

（4）大動脈に解離を残すもの

　　偽腔開存型の解離を残すものは・第11級の9とする・

3　腹部臓器の障害
腹部臓器の障害に関する障害等級は、以下の臓器ごとに・その機能の低下の程度等

　により、各々認定すること。

（1）食道の障害
　　　食道の狭さくによる通過障害を残すものは・第9級の7の3とする・．

　　　r食道の狭さくによる通過障害」とは・次のいずれにも該当するものをいっ・

　　ア　通過障害の自覚症状があること

イ消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤 ﾌうっ滞が認めらオ～ること

　（2）胃の障害
　　ア胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無によ1り・次の

　　　とおり認定すること。
　　　（ア）消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のレ’ずれもが

　　　　認められるものは、第7級の5とする。
　　　（イ）消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるものは・第9級の7の3と
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　　する。
（ウ）消化吸収障害及び胃切除術後逆流性食道炎が認められるもの1ま・第9級の7

　　の3とする。
（エ）消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除術後逆流性食1首炎のいずれかが

　　認められるものは、第11級の9とする。

（オ）噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの（第9級の7の3及び第11

　　級の9に該当するものを除く。）は、第13級の3の3とする。

イ　胃の切除により生じる症状の有無は、次により判断すること。

（ア）上記アにおいてr消化吸収卜章害が認められる」とは・次のいずれカ’に該，当す

　　るものをいう。

　　a　胃の全部を亡失したこと
　　b噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し・低体重等（BMIが20以下であ

　　　るものをいう．ただし、被災前施BMIが2・以下であったもの1こついては・

　　　被災前よりも体重が1・％以上減少したものをいう・以下同じ・）が認められる

　　　　こと
（イ）rダンピング症候群が認められる」とは・次のいずれにも該当するものをいう・

　　　a　胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したこと

　　　b食後3。分以内に出現するめまい、起立不能等の早期ダンピング症候群に起

　　　　因する症状又は食後2時間後から3時間後1こ出現する全身脱力感めまいな

　　　　どの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること

（ウ）r胃切除術後逆灘食道炎が認められる」とは款のいずれにも該当するもの

　　　をいう。

　　　、　胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失したこと

　　　b胸焼け、胸痛、嚥下困難等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状

　　　　があること
　　　c内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因

　　　　する所見が認められること

（3）小腸の障害

　ア　小腸を大量に切除したもの
　　　，1、腸を大量に切除したものの障害等級1ま・次のとおり認定すること・

　　　なお、，1、腸を切除したことにより人工肛F弓を造設したものは・イにより認定す

　　ること。
　　（ア）残存する空腸及び回腸（以下r残存空・回腸」という・）の長さが100cm以下

　　　　となったものは、第9級の7の3とする。

　　（イ）残存空・回腸の長さが1・・cmを超え3・・cm未満となったものであって・消化

　　　吸収障害が認められるもの（低体重等が認められるものをいう・）は・第11級
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　　の9とする。
　　（注）／j、腸を大量に切除したため、経・的な栄養管理が不可能なものは・通常・

　　　　療養を要するものであること。

イ　人工肛門を造設したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
（ア）、1、腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ・ハ

　　ウチ等の装着ができないものは・第5級の1の3とする・

（イ）（ア）に該当しないものは藻7級の5とする・

ウ　小腸皮膚痩を残すもの

（ア順孔から小腸内容の全部又1ま大部分が漏出するもの

　　　a、1、腸内容が漏出することにより小月易皮醸周辺に著しい皮膚のびら襟

　　　　じ、．くウチ等の装着ができないもの（以下rノくウチ等による維持管理が困難

　　　であるもの」という。）は、第5級の1の3とする。

　　　b　、に該当しないものは、第7級の5とする。

（イ）瘻孔から漏出する！』・腸内容力§おおむね1・・m1／日以上のもの

　　　、，くウチ等による維持管理が困難であるものは・第7級の5とする・

　　　b一、に該当しないものは、第9級の7の3とする。
（ウ）瘻孔から少量ではあるが明らカ・に小腸内容が漏出する程度のものは・第11級

　　　の9とする。

　工　小腸の狭さくを残すもの

　　　，』、腸の狭さくを残すものは、第11級の9とする・

　　　r，』、腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいう・

（ア）1か月に、同程度、腹痛、腹部膨満感謳気嘔吐等の症状が認められるこ

　　　と
　　（イ）単純エックス線像においてケルクリングひだ像力書認められること

（4）大腸の障害

　ア　大腸を大量に切除したもの
　　　結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したものは・第11級の9と

　　する。
　　　なお、大腸を切除したことにより人工肛門を造設した棚ま・イにより認定す

　　　ること。

　　イ　人工肛門を造設したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　（ア）大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ・ハ

　　　　ウチ等の装着ができないものは・第5級の・の3とする・

　　（イ）（ア）に該当しないものは・第7級の5とする・

　　ウ　大腸皮膚痩を残すもの
　　　　大腸皮醸を残したものの障害等級は・上記（3）のウ（小腸皮膚痩を残すも
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　の）の「小腸」を「大腸」に読み替えて認定すること。

工　大腸の狭さくを残すもの

　　大腸の狭さくを残すものは、第11級の9とする。

　　　r大腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいう・

（ア）、か月に・同程度、腹痛、腹部膨満感等の症状が認められること

（イ弾純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区

　　間認められること

オ　便秘を残すもの

　　便秘については、次のとおり認定すること。

（ア）用手摘便を要すると認められるもの1ま・第9級の7の3とする・

　（イ）（ア）に該当しないものは、第11級の9とする。

　　　r便秘」とは、次のいずれにも該当するものをいう。

　　　a排便反射を支配する神経の損傷がMRI・CT等により確認できること

　　　b排便回数が週2回以下の頻度であって・恒常的に硬便であると認められる

　　　　こと
　　　なお、（ア）及び（イ）の障害の評価には・便秘を原因とする頭痛・悪心・嘔吐・

　　腹痛等の症状が含まれるものであること。

　力　便失禁を残すもの

　（ア）完全便失禁を残すものは、第7級の5とする。

（イ）常時おむつの装着が必要なもの（第7級の5に該当するものを除く・）は・第

　　　9級の7の3とする。
　　（ウ）常時おむつの装着は必要ないものの・明らかに便失禁があると認められるも

　　　のは、第11級の9とする。

（5）肝臓の障害
ア肝硬変（ウイルスの持続感染が認められ・かつ・AST・ALTが持続白勺に低値であ

　　るものに限る。）は、第9級の7の3とする。

イ慢性肝炎（ウイルスの持嚇染が認められ・かつ・AST・ALTが持続白勺に低値で

　　あるものに限る。）は、第11級の9とする。

（6）胆のうの障害

　　胆のうを失ったものは、第13級の3の3とする。

（7）すい臓の障害
　　アすい臓の障害に関する障害等級は・次のとおり認定すること・

　　（ア）外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるものは・第9級の

　　　　7の3とする。
　　（イ）外分泌機能の障害又は内分泌機有旨の障害のいずれかが認められるものは・第

　　　　11級の9とする。
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（ウ）軽微なすい液痩を残したために皮膚に疼痛等を生じるものは・局綱申経症

　　状として、第12級の12又は第14級の9とする・　　．
イr外分泌機能の障害」とは、次のいずれにも該当するものをいっ・

（ア）上腹部痛、脂肪便（常食摂取で・目ふん便中脂月方が69以上であるもの）瀕

　　　回の下痢等の外分泌機能の低下による症状が認められること

　　（イ）次のいずれかに該当すること

　　　a　すい臓を一部切除したこと

　　　bBT－P旭A（PFD）試験で異常低値（7・％未満）を示すこと

　　　。ふん便中キモトリプシン活性で異常低イ直（24U／9未満）を示すこと

　　　dアミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの

ウr内分泌機能の障害」とは、次のいずオ～にも該当するものをいう・

（ア）異なる日に行った経・糖負荷試験1こよって・境界型即糖尿病型であること

　　　が2回以上確認されること
（イ）空腹時血漿中のC一ペプチ陥PR）が・・5ng／ml以下（インスリン異常低値）

　　　であること

　　（ウ）H型糖尿病に該当しないこと
　　　　（注）内分泌機能に障害があるため1こインスリン投与を必要とする場合は・療

　　　　　養を要するものであること。

（8）ひ臓の障害

　　ひ臓を失ったものは、第13級の3の3とする。
（9）腹壁瘢痕一ルニア、腹壁一ルニア・鼠径一ルニア又は内ヘル；アを残すもの

ア常時一ノレニア内容の脱出・膨隆が認められるもの・又は立イ立をしたときヘルニ

　　ァ内容の脱出・膨隆が認められるものは・第9級の7の3とする・

イ重激な業務に従事した場合等腹圧力§強くかかるときに一ルニア内容の月見出’膨

　　隆が認められるものは、第11級の9とする。

4　泌尿器ゐ障害

（1）じん臓の障害
　　　じ鵬の障害に関する障害等級は、じん臓の亡失の有無及び糸球体濾過値（以下

　　rGFR」という．）によるじん機能の低下の程度により認定すること・

　　ア　じん臓を失っていないもの
　　　（ア）GFRが3・m1／分を超え5・m1／分以下のものは・第9級の7の3とする・

　　　（イ）GFRが5・m1／分を超え7・m1／分以下のものは・第11級の9とする・

　　　（ウ）GFRが7・m1／分を超え9・m1／分以下のものは・第13級の3の3とする・

　　イ　一側のじん臓を失ったもの
　　　（ア）GFRが3・，，1／分を超え5・m1／分以下のものは・第7級の5とする・
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　　（イ）GFRが5・m1／分を超え7・m1／分以下のものは・第9級の7の3とする・

　　（ウ）GFRが7・ml／分を超え9・m1／分以下のものは・第11級の9とする・

　　（エ）（ア）、（イ）及び（ウ）のいずれにも該当しないものは・第13級の3の3と

　　　する。

（2）尿管、膀胱及び尿道の障害

　ア　尿路変向術を行ったもの
　　　尿路変向術を行ったものの障害等級は、次により認定すること。

　　（ア）非尿禁制型尿路変向術を行ったもの

　　　a尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ・パッド

　　　　等の装着ができないものは、第5級の1の3とする。．

　　　　b　、に該当しないものは、第7級の5とする。

　　（イ）尿禁制型床路変向術を行ったもの

　　　　、　禁制型尿リザボアの術式を行ったものは、第7級の5とする。

　　　　b尿禁制型尿路変向術（禁制型尿リザボア及び外尿道・形成術を除く・）を行

　　　　　つたものは、第9級の7の3とする。

　　　　。　外尿道口形成術を行ったものは、第11級の9とする。

　　　　　　なお、外尿道。形成術は、外性器の全部又は一部を失ったことにより行う

　　　　　ものであるから、外尿道・形成術の障害等級と外性器の亡失の障害等級のう

　　　　　ち、いずれか上位の障害等級により認定すること。

　　　　d　尿道カテーテルを留置したものは、第11級の9とする。

　　イ　排尿障害を残すもの

　　（ア）膀胱の機能の障害によるもの

　　　　a　残尿が100ml以上であるものは、第9級の7の3とする。

　　　　b　残尿が50ml以上100m1未満であるものは、第11級の♀とする。

　　　（イ）尿道狭さくによるもの
　　　　　尿道狭さくによるものの障害等級は、次により認定すること・ただし・尿道

　　　　狭さくのため、じん機能に障害を．来すものは・じ鵬の障害の等級により認定

　　　　すること。

　　　　、　糸状ブジーを必要とするものは、第11級の9とする。

　　　　brシャリエ式」尿道ブジー第2・番（ネラトンカテーテル第11号に相当する・）

　　　　　．が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるものは・第14級（準用）とす

　　　　　る。

　　　ウ　蓄尿障害を残すもの

　　　（ア）尿失禁を残すもの

　　　　　a　持続性尿失禁

　　　　　　　持続性尿失禁を残すものは、第7級の5とする。
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　b　切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁
（a）終日，くッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しな1ナればならない

　　　ものは、第7級の5とする。
（b）常時，くッド等を装着しなければならないが・パッドの交換までは要しない

　　　ものは、第9級の7の3とする。
（c）常時パッド等の装着は要しないが・下着が少しぬオτるものは・第11級の

　　　9とする。

（イ）頻尿を残すもの

　　頻尿を残すものは、第11級の9とする。

　　　r頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいう・

、器質的病変による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱若しくは尿道の支配神

　　経の損傷が認められること

　　b　日中8回以上の排尿が認められること

　　c　多飲等の他の原因が認められないこと

5　生殖器の障害
　　生殖器の障害については、次により等級を認定すること・

（1）生殖機能を完全に喪失したもの

　　ア両側のこう丸を失ったものは・第7級の13とする・

　　イ　次のものは第7級の13を準用すること。

　　（ア）常態として精液中に精子が存在しないもの

　　　（イ）両側の卵巣を失ったもの

　　　（ウ）常態として卵子が形成されないもの
（2）生殖機能に著しい障害を残すもの（生殖機能は残存しているものの・通常の性交

　　では生殖を行うことができないものが該当する。）

　　　次のものは、第9級の12とする。
　　ア陰茎の大部分を欠損したもの（陰茎を月窒に挿入することができないと認められる

　　　ものに限る。）

　　イ　勃起障害を残すもの
　　　　　r勃起障害」とは、次のいずれにも該当するものをいう・

　　　（ア）夜間睡眠時に＋分な勃起力§認められないことがりジスキャン⑪1こよる夜間陰茎

　　　　　勃起検査により証明されること
　　　（イ）支配神経の損傷等勃起障害の原因となり得る所見が次に掲げる検査のし’ずれ

　　　　　かにより認められること
　　　　　、会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自律収縮・刀工門反射及び球繍反

　　　　　　射筋反射に係る検査（神経系検査）
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　　　b　プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査（血管系検査）

　ウ　射精障害を残すもの

　　　「射精障害」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

　　（ア）尿道又は射精管が断裂していること

　　（イ）両側の下腹神経の断裂により当該神経の機能が失われていること

　　（ウ）膀胱頚部の機能が失われていること

工膣。狭さくを残すもの（陰茎を膣に挿入することができなレ’と認められるもの

　　1こ限る。）

オ両側の卵管に閉塞若しくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失

　　つたもの（画像所見により認められるものに限る。）

（3）生殖機能に障害を残すもの（通常の性交で生殖を行うことができるものの・生殖

　機能に一定以上の障害を残すものが該当する。）

　　狭骨盤又は比較的狭骨盤（産科的真結合線力§1・・5cm未満又は入口部横径が11・5cm

　未満のもの）は，第11級の9を準用すること。

（4）生殖機能に軽微な障害を残すもの（通常の性交で生殖を行うことができるものの・

　生殖機能にわずかな障害を残すものが該当する。）

　　次のものは、第13級の3の3を準用すること。

　ア＿側のこう丸を失ったもの（一側のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎縮を含

　　む。）

　　イ　一側の卵巣を失ったもの

第3　併合及び準用

　1　併合
　　　胸腹部臓器の障害と系列を異1こする障害が通常派生する関係にある場合には・併合

　　することなく、いずれか上位の等級により認定すること。

　　（例）外傷により、ろく骨の著しい変形（第12級の5）が生じ・そオτを原因として呼

　　　　吸機能の障割第11級の9）を残した場合は・上位等級である第11級の9に認定

　　　　する。

2　、準用

u）胸腹部臓器（生殖器を含む．）に障害等級認定基準に該当するF章害が2以上ある場

合1こは、労働者災害補償保険法施行規則第14条第4項1こより・併合の方法を用いて

　準用等級を定めること。

　　（例）、醗能の低下による軽度の運動耐容能の低下（第11級の9）があり・ペース

　　　メ＿カを植え込み（第9級の7の3）、かつ・食道狭さくによる通過障害を残し

　　　た（第9級の7の3）場合は、準用第8級に認定する。



（2）生殖器の障害のみがある者であって・生殖機能を完全に喪失したものに該当する ｯ
合は、その他の生殖機能の障害に該当する障害がある場合であっても・準用第7級に

　認定する。
　　（例）両側のこう丸を失い（第7級の13）、かつ・器質的な原因による勃起障害（第

　　　　9級の12）がある場合は、準用第7級に認定する。
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別添

胸腹部臓器の障害に関する医学的事項等

1　呼吸器の障害

（1）治ゆの判断
　　　低酸素雌や肺性心の有無は療養の要否について重要な情報を与えてくれるものの・

　　その程度及び個々の症例により療養の要否は異なる。

　　　したがって、治ゆに該当するか否かについて一律に基準を設けることは適当ではな

　　レ、ことカ、ら、呼吸機能の障害を有するものについては・個々の症例に応じて治ゆの判

　　断を行う必要がある。

（2）’評価の考え方

　　　呼吸器の障害については、呼吸機能の障害として評価することとした・

　　ア　安静時の検査結果による判定
　　　　呼吸機能1こ障害を残したものの障害等級は・原貝11として・動脈血酸素分圧と動脈

　　　血炭酸ガス分圧との検査結果の組合せにより判定された等級に認定するが・その等

　　　級がス，ぐイロメトリーの結果と呼吸困難の程度により判定された等級より1比い場合

　　　1こは、ス，くイロメトリーの結果と呼吸困難の程度により半11定された等級により認定

　　　する。

　　イ　運動負荷試験の結果による判定
　　　　安静日寺の検査結果による判定で障害等級に該当しないものについては・呼吸困難

　　　が呼吸機能の低下によると認められ運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能1こ

　　　障害があると認められるものに限り、呼吸機能障害があるものとして認定する・

　（3）評価の指標等

　　　ア　安静時の検査に関する指標

　　　（ア）動脈血酸素分圧（PaO2）
　　　　　　動脈血酸素分圧は、少なくとも換気・ガス交換・肺循環・呼吸中枢制御機能と

　　　　　ヤ、う4つの機能の結果として血液の中の酸素を供給できているかということを表

　　　　　す指標である。

　　　（イ）動脈血炭酸ガス分圧（PaCO2）

　　　　　　安静恒常状態で求めた動脈血炭酸ガス分圧の異常は・動脈血酸甕分圧が異難

　　　　　低下した低酸素血症とともに、労作能力に関連しており・特に糸陸続的な労隻の目b

　　　　　カの評価に影響を及ぼすことから、動脈血炭酸ガス分圧を呼吸機能障害の評価の

　　　　　指標とした。
　　　　　　動脈血炭酸ガス分圧は、性別・年齢・体格によって若干の差異が存在する・し

　　　　　カ、しながら、その差異は大きくないので、値の変動幅を勘案して・障害等級認定

　　　　　基準1こ才δいては、動脈血炭酸ガス分圧について4・±3T・rrを限界値範囲とした・

1



（ウ）％1秒量（％F　EV　l．o）
　　％1秒量1ま、、秒量の予測値に対する実測値の割合を示すものであり・閉塞些

換気機能障害（気道が狭くなることにより・換気量力撤することをいう・）を不

　す指標である。

　　なお、％1秒量は、次の式により求められる。

　　　　　％・秒量一（（纏灘）・…

（エ）％肺活量

換羅・（　麟瓢欝駿卿聖鷲
　　指標である。
　　　なお、％肺活量は、次の式により求められる・

　　　　　％肺活量一朧欝総・…

イ　運動負荷試験の意義

薦難襲1難1慰1難1
　ができることとした。
　　運動負荷試験の結果から呼吸困難があると半11断ずるためには・進の事項について

主治医から意見等を徴した上で呼吸器専門医の意見を求める必要がある・

　　　①実施した運動負荷試験の内容

　　　　②運動負荷試験の結果

　　　　③呼吸機能障害があると考える根拠

　　　　④運動負荷試験が適正に行われたことを示す根拠

　　　　⑤その他参考となる事項
　　　なお、運動負荷試験には、漸増運動負荷試験・6分間・1・分間筆の歩行試験やシ

　　ャトノレウォーキングテスト等の時間内歩行試験・5・m歩行試験等力〉ある・

2　循環器の障害

（1）治ゆの判断

　　ア　心筋梗塞

　　　断を行う必要がある。
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イ　狭心症
　　　狭、心症を発症したものについては、原則として・症状が軽度（日常生活や通常の

　　身体働こは支障がない程度）に改善されたものでなければ・治ゆと判断すること

　　はできない．ただし、軽度を超える症状を残したまま・積極的な治療が困難になう

　　ことがある．この場合、まれに症状が安定していると認められる場合があり・そつ

　　したものは治ゆと判断することができる。

　ウ　大動脈解離
　　　偽腔開存型の解離を残すものは症状力硫しないものが多いことから・その治ゆ

　　の半1断こあたっては、急脚経過後少なくとも5年間にわたって大動脈径がほとん

　　ど拡大しないことを確認するなど、症状の経過を慎重に見極めることが腰である・

　工　房室弁又は大動脈弁の損傷
　　　房室弁又は大動脈弁が損傷し、心機能の低下による運動耐容能の低下力鞭を超

　　えるものは、通常、療養を要することから・治ゆと判断することはできない・

（2）評価の考え方

　ア　心機能の低下による運動耐容能の低下
　　　、ら筋梗塞の後遺症や狭心症状を残す場合は・一定以上の強度の負荷により後藁

　　1こよる症状が生じる．そのため、これらの症状を生じるおそれのある強度の運動が

　　制限されるのは当然であるが、心機能の低下による運動耐容能の1氏下の程度につい

　　て日本循環器学会等1・学会が2・・3年1こまとめたr心疾患患者の学校・職域・スポ

　　＿ツにおける運動許容条件に関するガイドライン」（以下「許容条件ガイドライン」

　　　とレ、う．）1こおいては、運動・作業強度を最大翻能の6・％で　テうとすることを前提

　　　としている。
　　　　、心機能の低下による運動耐容能のイ氏下の程度による障害等級の認定騨ま・許容

　　　条件ガイドライン等を参考にしたものである。

　　イ　ペースメーカ又は除細動器を植え込んだもの

　　　　ぺ＿スメーカを植え込んだ場合は、リードの損傷の危険をできるだけ避けるため・

　　　り一ド挿入側の上肢を過度に伸展することを避ける必要があり・そのため・そうと

　　　た特定の姿勢をとることだけではなく、そうした姿勢をとることになる可能性囁

　　　レ、翻や労働についても制限する必要力§ある・また・電磁波の影響により・設定さ

　　　オ～たべ一シングモードがリセットされたり・最悪の場合・ペースメーカが全く作動

　　　しなくなる可能性も否定できないことから・電磁波の影響を避けるため・変電設備

　　　やスポット溶接機、MRI等の医療器具のほか・金属探矢・器盗難防止ゲート・携

　　　帯電話等様々な機器に就業中を含む社会生活の様々な場面で注意を払う必要がある・

　　　　除細動器を植え込んだ場合は、ペースメーカを植え込んだ場合と同様の行動等の

　　　希，」限1こ加え、除細動器が頻脈を感知して強力な電気ショックを発生させる際の患者

　　　への影響がある。
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　ウ　大動脈解離
　　　大動脈の基本的機能は、全身が必要とする量の血液を通すことであるが・解讐

　　た部位を全て人工血管に置換した場合又1ま偽腔閉塞型の大動脈解離であっ〔・角孕離

　　部の線維化が完成した場合は、それらの部位に脆弱性はなく瞬醐こ血圧が上昇玄

　　るような動きをすることを含め、運動等の制限は必要ないことから・障害等級に該

　　当する程度の障害を残すことはない。

（3）評価の指標

　ア　左室駆出率
　　　左室駆出率は、心機能の程度を表す客観的指標の代表的なものである・左室駆出

　　率は、次の式により求められ、健常人ではおおむね60％台を示す・

　　　　　　　　　（左室拡張末期容積一左室収縮末期容積）．100
　　　左室駆出率　　　　　（左室拡張末期容積）

　イ　METs単位
　　　METS単位は、安静座位の酸素摂取量・MET・（3・5ml／Kg／min）の何倍の酸素摂取量．

　　　1こ当たるかを示す単位であり、運動・作業強度の単位として広く用いられている・

　　　　なお、作業・運動の内容と翻強度との関1重は下表を参照のこと・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運動強度

　　　　　　　　　　　　　　作業・運動の内容　　　　　　　　　　　（MET，）

　　　　　　・机上の事務的な仕事

　　　　　　・パソコン、タイプ作業　　　　　　　　　　　　　　　　　1～2

　　　　　　．ゆっくりとした歩行（時速1～2㎞程度）

　　　　　　・食事、洗顔、歯磨き

　　　　　　・守衛・管理人の業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2～3
　　　　　　・調理作業

　　　　　　・立って電車等に乗る

　　　　　　　・機械の組立作業

　　　　　　　・溶接作業、

　　　　　　　・トラックの運転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3～4

　　　　　　　・タクシーの運転

　　　　　　　・普通の歩行（時速4km程度）

　　　　　　　・シャワーを浴びる

　　　　　　　・軽い大工仕事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4～5
　　　　　　　・草むしり

　　　　　　　・階段を降りる
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・大工作業

・農作業

・垣根の刈り込み

・階段を昇る

・シャベルを使う穴掘りの作業

・雪かき

・早足での歩行

．ジョギング（時速8㎞程度）

・階段を連続して昇る

．ジョギング（時速10㎞程度）

5～6

6～7

7～8

8～

（注）本表は、各種の作業等の運動強度の目安であり・作業等の内容に

　よっては作業強度の数値が本表と合致しないことがある。

3　腹部臓器の障害

（1）治ゆの判断

　　ア　食道
　　　　食道を狭さくし、流動食以外は通過することができないような症状を呈した場合

　　　1こは、手術ないしブジーの措置により狭さく部の改善を試みるのが通常である・ま

な．チ郷灘饗灘繁務遮譲灘糞
　　　ゆとすることはできない。

　　イ　胃
　　　　胃の全部又は一部を摘出したことにより生じ4昇る慢性の症状には・消1ヒ吸収障害ニ

　　　ダンピング症候群、逆流性食道炎のほかに勧及び骨代診寸障害があるが・貧血及び

　　　骨代謝障害の症状が現れた場合1ま・通常・療養の対象となる・

　　ウ　肝月蔵
　　　　慢性肝炎及び肝硬変については、ウイノレスが陰性化した場合のほカ’は・ウイルス

　　　の持続感染が認められ、かつ、AST・ALTが持続的に低値であるものに限り治ゆと判

　　　断ずることができる。
　　　　　なお、抗ウイノレス剤、免疫調節薬の投与又はグリチノレリチンの注射等積極白勺治療

　　　　を目的とする薬剤の持続的な投与1こよりAST・ALTが持続的に正常な状態が維持され

　　　　てレ、る場合1こついては、治療を中止した場合、病態の悪化が避。ナられないことから・

　　　　治ゆと判断することはできない。

　　　エ　すい且蔵

　　　　　すい臓の損傷後に生じる合併症として・すい液痩や仮性嚢胞がある・
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　　重症で難治性のすい液痩が形成されると・多量のすい液漏出のために電解質ノくう

嫌欝欝蔽講義欝欝亀鎌灘
　療が必要であり、治ゆとすることはできない。

　　難治性の軽微なすい濾があり、翻しからしみ出たすい液によって皮膚のuミらん

　　を生じることがあるが、このうち、補液・電解質の補正等の治療1ま不要であって・

通院加療を要しないと判断されたものについては・治ゆと判断することができる・

　　　外傷後1こ生じる仮腰胞は、感染等の合併がなければ自然に吸収されること姥

　　レ、ものの、腫瘤の増大傾向を認めたり、疼痛等の自覚症状を伴う場合には治療が必

　　要となるため、治ゆと判断することはできない。

．オーノレニア（腹壁擁一ルニア、腹壁一ルニア・鼠径一ルニア及び内ヘノレニア）

　　　一ノレニア1こついては、手術を行うのが通常であり・多くは手術1こより脱出を鋤

　　なくなることから、修復術を試みたが完治を期待できなレ棚（例：腹壁欠損がさ

　　きレ、ため、直接縫合が困難で、手術後も腹帯の着用が必須である場合）又は手術適

　　応とならない場合に限り、障害を残したまま治ゆとなる・

（2）評価の考え方

　ア　胃の障害
　　　胃を切除したことによる後遺症状のうち・消化吸収5轄・ダンピング症候群及び

　　胃切除術後逆流性食道炎を後遺症状として評価する。

　　（ア）消化吸収障害
　　　　消化吸収障害は、胃酸・ペプシンの欠如又は不足により・食餌が消化されない

　　　　まま腸管1こ移動することなどにより生じるものである・胃の相当部分を切除して

　　　　驚欝編綴，、灘灘麟灘
　　　　は、胃液の分泌等が全く行われなくなることから・乎肖化吸収障害が生じているも

　　　　のとする。

　　（イ）ダンピング症候群
　　　　　ダンピング症候群は、胃の幽門部を切除したために食餌が急速に小腸内に墜落

　　　　することにより生ずるものである。ダンピング症イ戻群は・胃の全部を切除し罎

　　　　創こは高率で生じるものの、必ず生じるというわけではなく・また・幽門都俗

　　　　む胃の部分切除にとどまる場合であっても・症状が重篤なことがある・

　　　（ウ）胃切除術後逆流性食道炎
　　　　　胃切除術後逆流性食道炎は、胃の噴門部を切除したために胃液あるいiま腸液が

　　　　食道内に逆流するために生じるものである・胃切除術後逆流墜食道炎は・寧の全

　　　　部を切除した場合には高率で生じるものの泌ず生じるというわけではな＼・ま

　　　　た、噴門部を含む部分胃切除にとどまる場合であっても・症状が重篤なことがあ
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　　る。

イ　小腸の障害
　　，」、腸は、消化管の中で最も長い臓器であり・＋二指腸・空腸・回腸という3つの

　部分から構成されている。
　　＋二指腸は、胃と空腸の間にあり、長さ2・一3・cmのC字型をした腸管である・

　　空腸と回腸を合わせた長さは6mほどであり・その上方2／5が空腸・下方3ζ5

カ§回腸であるが、両者の間に判然とした境界があるわけではない・空腸は・＋一指

　腸空腸曲から始まり、回腸は回盲境界部で終わる。

　（ア）小腸の大量切除
　　　，j、腸が大量に切除されると、小腸の実効吸収面積が著しく減少するので・消化

　　吸収障害を生じることがある。
　　　、』、腸切除後に残存する空・回腸の長さカ§75cm以下となった場合は・相当程度の

　　消化吸収障害を来す．この場合は、いわゆる短腸症候群であり・療養（静養栄養

　　法や成分栄養経腸栄灘）を要する場合力弐多いが・経・的な栄養管理が可同旨な場

　　合は、治ゆと判断できる。
　　　　なお、残存する空・回腸の長さが3・・c皿を超える場合は・通常・消化吸収障害

　　　は認められないことから、障害として評価しない・

　（イ）小腸皮膚痩
　　　　、』、腸皮醸とは、小腸内容が皮膚に開・した瘻孔力・ら出てくる病態をいい・粘

　　　液痩を除く。
　　　　粘液痩とは、小腸皮膚痩には当たるものの・空置された腸管と皮膚の間に製

　　　た瘻孔であり、排出されるのは小腸内容ではなく粘液であって・そ璽障害もこく

　　　軽レ、ものである．障害等級認定基準においては翻しから小腸内容が出ること≦

　　　よって消化吸収障害等を生じることを言平価するものであることから・粘液痰は評

　　　価の対象としない。

　　（ウ）小腸の狭さく
　　　　，』、腸の内腔には輪状の粘膜のひだカ§存在しており・このひだのことを・「ケノレク

　　　リングひだ」という。
　　　　通常、単純エックス線でケノレタリングひだを確認することはできないが・ノll腸

　　　1こ狭さくがあると、その・側にガスが貯留し・そのガス1こよって粘力葛のひだが奮

　　　影剤なしでも単純エックス線で確認できるようになる（ケノレタリングひだは・目

　　　　の縦ひだと異なり、小腸が膨脹しても消失しなレ’・）・

　　ウ　大腸の障害
　　　　大腸は、盲腸、結腸（上行結腸、横行結腸・下行結腸及びS状整腸）・直腸に分1ナ

　　　らオ～るが、その機能上から、肛門管を含むことが多く・障害等級認定基準上も肛門

　　　管を含めて大腸という。
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（ア）大腸の狭さく
　　結腸の内陸には半月状のひだ（結月易半月ひだ）が存在しており・それらの間の

外側に向かって膨出した部分をr結腸膨起」という・

　　大腸の狭さくがない場合であっても・単純エックス線像で結腸膨起が短い区間

認められることがあるが、大腸に狭さくがあると・大腸に1帯留した大量 ｣ガスに

より、単純エックス線像で結腸膨起が相当区間にわたって言忍められるよフになる・

（イ）便秘
　　便秘は、医学的にはr便が大腸内に長日寺間にわたって滞留し・排便が順調1こ！テ

われてレ、なレ、状態」をいうとされており、単に回数が少なレ’だけでは便秘には該

当せず、排便に支障があることが要件とされている・高度なものにな熱排イ更

力§レ、きみと腹圧をかけるのみでは行うことができなくなり・自然の排便ができな

　　くなることから、用手摘便によらざるを得なくなる・

　　　業務上の事由によるものとしては、せき髄等の中枢神経系の損傷によるものが

　　考えられる。

（ウ）便失禁
　　　便失禁｝ま月工門括約筋の働きが障害されること。こより生するものであり・肛門括

　　約筋の機能が全部失われると、完全便失禁となる。

（エ）人工肛門
　　　、1、腸や大腸が損傷を受けた場合は、人工肛門を設けることがある・

　　　人工月工門を設けた場合、排便はストマ（排泄・）にパウチ（蓄便袋）．を装着し

　　て管理することとなるが、ストマ周囲に著しい皮膚のびらんを生じ・ノ’ウチによ

　　る管理が困難となることがある。

工　胆のうの障害
　　胆のうを損傷し、非観血的療法が無効な場合等に1ま・月旦のうの摘出が行われる・

オ　すい臓の障害
　　　ブ1分泌機能。）障害については、糖尿病の分類と診断基準に関する委員会幸暗（目

　　本糖尿病学会1999年）のr糖代謝異常の判定区分」により判断する・

　　【糖代謝異常の判定区分】
　　　　　　　　　　空腹時血糖値が11・mg／d1ヨミ満かつ759・GTTの2時間値が140mg／d1

　　　正　常　型
　　　　　　　　　　未満であるもの
　　　　　　　　　　空腹時血糖1直が11・mg／d1以上又は759・GTTの2時間値が140mg／d1

　　　境界型以上であって、糖尿病型に該当しないもの

　　　　　　　　　　空腹時血糖値が126mg／d1以上又は759・GTTの2時間値が200mg／d1

　　　糖尿病型以上のいずれかを満たすもの
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4　泌尿器・生殖器の障害

（1）じん臓の障害
　　　じん機能が著しく低下したもの（糸球体濾過イ直≦3・m1／分）及び定期的に透析療法

　　が必要なものは、療養の対象となる。
　　　なお、糸球体濾過値（GFR）とは、糸球体の機能を検査するものであり・内因性クレ

　　アチニンクリアランスによって計測することが広く行わ纏いる・

（2）尿管、膀胱及び尿道の障害

　　ア　尿路変向術

　　（ア）尿禁制型尿路変向術
　　　　　尿禁制型尿路変向術には、尿管s状結腸吻合術・禁制型尿リザボア

　　　　　（CUR，c．ntinenturinaryreserv・ir）（コックパウチ・々ディアナパウチ箸）・

　　　　下部尿路再建術（ノ、工膀胱）、外尿道・形成術・尿道カテーテル留置等の術式があ

　　　　るロ
　　　　　禁制型尿リザボアについては、当初は尿の禁制は保たれているものの・術後一

　　　　定期間経過すると、蓄尿機能が失われることも少なくないことカ’ら・障害等級の

　　　　認定に当たっては、非尿禁制型尿路変向術と同様の評価をするろ

　　　（イ）非尿禁制型尿路変向術
　　　　　非尿禁制型尿路変向術には、皮膚造痩術及び回腸（結腸）導管の術式がある・

　　　　　尿失禁があり、尿の禁制は保たれない。

　　イ　尿失禁

　　　（ア）持続性尿失禁
　　　　　持雛尿失禁とは、膀胱の括約筋機能が低下又は欠文・しているため・尿を膀胱

　　　　　内に蓄えることができず、常に尿道から尿が漏出する状態をいう・

　　　　　　膀胱括約筋の損傷又は支配神経の損傷により生じる。

　　　（イ）切迫性尿失禁
　　　　　　切迫性尿失禁とは、強い尿意に伴って不随意に尿が漏れる状態であり・尿意を

　　　　　感じても便所まで我慢できずに尿失禁が生じるものである。

　　　　　　業務上の事由によるものとしては、脳の排尿中枢を含む排尿反射抑制路の障害

　　　　　によるものが考えられる。

　　　　（ウ）腹圧性尿失禁
　　　　　　腹圧性尿失禁とは、笑ったり、咳やくしゃみ薄い荷物を持ち上げたりしたと

　　　　　きや歩行や激しい翻等によって急激に月夏圧が上昇したときに尿が漏れる状態を

　　　　　いう。
　　　　　　業務上の軸によるものとしては、尿道外傷による括約筋の障害後に生じるこ

　　　　　とがある。
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　ウ　尿道の閉塞
　　　尿道の器質的な閉塞による排尿障害は、療養の対象となる。

（3）生殖機能の障害

　ア　狭骨盤とは、次のいずれかに該当するものをいう。

　　（ア）産科的真結合線9、5cm未満

　　（イ）入口部横径10．5cm未満

　イ比較的狭骨盤とは、次のいずれかに該当するものをいう・

　　（ア）産科的真結合線10．5c皿未満9．5cm以上

　　（イ）入口部横径11．5c皿未満10・5c皿以上

（4）勃起障害と射精障害
　　勃起障害は、r性交時に＋分な勃起が得られなレ1・あるいはその維持ができないため

1こ満足な性行為が行えない状態」と定義とされている（NIH・1992年）・射精とは・精

液を受精の場所たる子宮に送り届けるための現象であって・「精液を急速に体外に射出

　　する」ことであり、これが障害された状態を射精障害という・

　　　射精は、通常、勃起に引き続いて行われることカ・ら一見勃起障害のみを評価すれ

　　ば足りると考えられるが、勃起と射精は・異なる神経の支配を受けていることから・

　　必ずしも両者の障害が伴って生じるわけではない・すなわち・勃起をしても射精しな

　　い場合、勃起はしないものの射精をする場合がある。

　　　以上のとおり、射精障害と勃起障害は、異なる原因1こよって生じるものであり・ま

　　た、生じている現象も異なることから、それぞれについて障害として評価することと

　　した。
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／．．弔、

　　　ロユ　　　　ヤ

　　　　あ、て：’二㌧．ツζ之ノ

又三一．ノ

基発第0125003号
平成18年1月25目

都道府県労働局長　殿

厚生労働省労働基準局長

　（公印省略）

労働福祉事業としてのアフターケア実施要領及びアフターケア委託費の

点検業務等委託事務処理要領の一部改正について

　アフターケアについては、平成元年3月20目付け基発第127号「労働福祉事

業としてのアフターケア実施要領の制定について」（以下「127号通達」という。）

及び平成12年10月24日付け基発第646号「アフターケア委託費の点検業務

等委託事務処理要領ゐ改正について」（以下「646号通達」という。）により実施

しているところであるが、今般、下記のとおり、胸腹部臓器の障害に係るアフター

ケアの新設及び拡充を行うことに伴い、127号通達を別紙1のとおりに、646

号通達を別紙2のとおりにそれぞれ改めたので、関係者に周知徹底を図るとともに

事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1・改正の趣旨
　　平成17年9月30日に取りまとめられたr胸腹部臓器の障害認定に関する専

門検討会報告書」において、「治ゆ後においても症状の動揺を来すおそれのある傷

病であって、現在設けられているアフターケア制度の対象になっていないものに

　ついては、当該傷病に係るアフターケアの新設又は拡充が望まれる」との提言が

　なされたことを踏まえ、労災医療専門家会議において胸腹部臓器の障害に係るア

　フターケアの新設及び拡充について検討を行い、平成17年12月12日に、別

　添のとおり「胸腹部臓器の障害に係るアフターケアについての検討報告書」湖と

　りまとめられたので、これに基づいて、現行のアフターケア実施要領等の改正を

　行ったものである。
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2　アフターケア実施要領の改正の要旨

（1）　尿道狭さくに係るアフターケア実施要綱の改正

　　ア　尿路変向術を受けた者については、症状固定後においても、尿路ストマの

　　　変形又は狭さく、尿管吻合部狭さく及び尿道代用膀胱吻合部狭さくにより尿

　　　流を妨げられ、水腎症等を発症するおそれがあるため、尿路ストマの状況、

　　　尿路ストマ周辺の皮膚の状況及び上部尿路の状況を定期的に確認し・管理す

　　　る必要があることから、アフターケアの対象としたものである。

　　イ　尿路変向術後に係るアフターケアは、既存の「尿道狭さくに係るアフター

　　　ケア」と共通する措置が多いため、次の改正を行った上で・同アフターケア

　　　の実施要綱に統合したものである。

　　　①要綱の名称について、r尿路系障害に係るアフターケアの実施要綱」に改

　　　　めた。

　　　②rカテーテル処置」について、導尿、膀月光洗浄及び留置カテーテノレ設置

　　　　・交換を含むものとし、当該処置の名称を「尿路処置」に改めた。

　　　③　検査項目について、r腎機能検査」を削除し・「血液一般・生化学検査」・

　　　　　r腹部超音波検査」及びrC　T検査（代用膀胱を造設した者に限る・）」を

　　　　追加した。

　　　④尿検査について、「尿培養検査を含む」ことを明記した。

　　　⑤　エックス線の単純撮影及び腎盂造影について・実施回数を「1年に1回

　　　　程度」に改めた。

（2）　慢性肝炎に係るアフターケア実施要綱の改正

　　慢性肝炎にり思した者に対するアフターケアについては、近年の医療技術の

　進歩及び医学的知見の集積に伴い、最新の医療措置を反映した内容に改める必

　要があることから、次の改正を行ったものである。

　①対象者について、r障害補償給付若しくは障害給付を受けている者又は受け

　　ると見込まれる者」に改めた。

　②　B型肝炎ウイルス感染者のうちHB　e抗原陰性者について・診察の実施を

　　　「6カ月に1回程度」に改めた。

　③　GOT等の検査項目の列挙を削除するとともに・「血液化学検査」について・

　　名称を「血液生化学検査」に改めた。

　④r末梢血一般」について、名称をr血液一般検査」に・実施回数を「6カ

　　月に1回程度」に改めた。

　⑤検査項目について、rICG15分停滞率」及び「HPT（ヘパプラスチン

．2一



　テスト）」を削除し、「HCV－RNA同定（定性）検査」及び「プロトロン

　ビン時間検査」を追加した。

⑥画像診断の範囲について、r腹部超音波検査」及び「CT検査」’であること

　を明記にした。

⑦　実施項目について、「保健のための薬剤の支給」を削除した。

（3）　虚血性心疾患等に係るアフターケア実施要綱の改正

　ア　ペースメーカ及び除細動器（以下「ペースメーカ等」という。）を植え込ん

　　だ者については、植え込んだペースメーカ等が、身体条件の変化や機器の不

　　具合等により不適正な作動を起こすおそれカ§あるため・定期的にその者の症

　　状及び機器の作動状況を確認する必要があること力紙アフターケアの対象

　　としたものである。
　イペ＿スメーカ等を植え込んだ者に係るアフターケアは・既存の「虚血性心

　　疾患等に係るアフターケア」と共通する才昔置が多いため・御改正を行った

　　上で、同アフターケアの実施要綱に統合したものである。

　　①診察の期間について、ペースメーカ等を植え込んだ者には期間を定めな

　　　　いこととしたロ

　　②実施項目について、ペースメーカ等を植え込んだ者に対する「ぺ一スメ

　　　　ーカ等の定期チェック」を追加した。

　　　③ペースメーカ等を植え込んだ者について・r血液一般・生化学検査」・「尿

　　　　検査」及びr心電図検査」は・一6胡・同程度・「胸部エックス線検査」

　　　　は6カ月に1回程度、「ホルター心電図」は1年に1回程度実施することを

　　　　追加した。

　　　④循環改善剤について、「利尿薬を含む」ことを追加した。

（4）循環器障害に係るアフターケア実施要綱の制定

　ア　人工弁又は人工血管の置換を受けた者については・症状固定後においても・

　　、ひ機能の低下を残したり、血栓の形成により脳梗塞等をきたすおそれがある

　　ため、定期的な検査及び薬剤の投与を行う必要があることから・アフターケ

　　アの対象としたものである。
イ弁損傷又は、醸病変で、心機能の低下を残した者につレ’ては・これに由来

　　する症状の動揺を防止するため、症状固定後においても・定期的な検査及て）ミ

　　薬剤の投与を行う必要があること力紙アフターケアの対象としたものであ

　　　る。
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ウ上記ア及びイのアフターケアは、いずれも循環器系の障害であり洪通す

る措置が多いことから、r循環器障害に係るアフターケア」として統合し渓

　施要綱を制定したものである。

（5）　呼吸機能障害に係るアフターケア実施要綱の制定

　　呼吸機能障害を残す者については、症状固定後においても・咳や癬の後遺

症状を残すため、その症状の軽減及び悪化の防止を図ることを目的に・定期的

な検査及び薬剤の投与を行う必要があることから・アフターケアの対象とした

　ものである。

（6）　消化器障害に係るアフターケア実施要綱の制定

ア消化器を損傷した者で、症状固定後においても・消化吸収障害・逆流性食

　　道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害及び膵機能障害の後遺障

　　害を残すものについては、当該障害に対する検査及び薬剤投与並びに当該障

　　割こ起因する腹痛や下痢等に対する整腸剤及びイ更秘に対する下剤の投与を継

　　続する必要があることから、アフターケアの対象としたものである・

　イストマ（大腸皮膚痩、小腸皮膚痩及び人工肛門）を造設した者については・

　　症状固定後においても、ストマ周辺に反応性びらん等を発症するおそれがあ

　　　るため、ストマの状況及びストマ周辺の皮膚の状況を定期白勺にチェックし・

　　管理す翻、要があることから、アフターケアの対象としたものである・

　　ウ上記ア及びイのアフターケアは、いずれも胃又は月易の切除に起因する後遺

　　　障害であり、互いに併存する場合や共通する措置力§多いことから・「消化器障

　　　害に係るアフターケア」として統合し・実施要綱を制定したものである・

3　アフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領の改正の要旨

　　尿道狭さくに係るアフターケアの名称変更並びに　盾環器障害・呼吸機能障害及

び消化器障害に係るアフ外ケアの追加に伴い・対象傷病番号の追ブコロ等所要の整

　備を行ったものである。

4　施行期日

　　平成18年4月1目
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（矧」糸氏1）

1　127号通達の本文の改正

　　記の第3の1の3の（4）中r尿道狭さく・3」をr尿路系障害・3」に・「及び精神

障害、7」をr、精神障害・7、循環器障害・8・呼吸機能障害・9及び￥肖化器障害

　20」に改める。

2、27号通達の別添r労働福祉事業としてのアフターケア実施要領」の改正

（、）2中r尿道狭さく」をr尿路系雁章害」に・r及び精神障害」を「蒲ネ申障害・循環

　　器障害、呼吸機能障害及び消化器障害」に改める。

（2）9のただし書き中r実施するものとする・」をr実施し・循環器障害・呼吸機能障

　　害及び消化器障害については、平成・8年4月・目から実施するものとする・」に改

　　める。
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（3）様式第5号の2及び様式第6号の2の裏面を次のように改める・

「対象となるアフターケア傷病コード表」

傷病コード 傷　　　　病　　　　名 傷病コード 傷　　　　病　　　　名

00 炭鉱災害1こよる一酸fヒ炭素中奮症 08 人工関節・人工骨頭置換

O　l せき髄損傷 09 慢性化膿性骨髄炎

頭頚部外傷症候群等 虚血性心疾患等

02－t 頭頬部外傷症候群 10－1 虚血性心疾患

02－2 顕贋腕症候群 10－2 ペースメーカ及び除細動器

02－3 一酸化炭素中毒症（炭鉱災害を除く．） 11 尿路系腫瘍

02－5 外傷による脳の器質的損傷 12 脳血管疾患

02－5 腰痛 13 有椴溶剤中毒等

02－6 減圧症 14 ・外傷による末梢神経損傷

尿路系障害 15 熱傷

03－1 尿道狭さく及U：尿路変向術後 16 サリン中毒

03－2 代用膀胱造設後 17 精神障害

慢性肝炎 循環器障害

04一上 HBe抗原、陽性及びC型肝炎ウイルス感染 18一上 弁損傷及び心膜病変

04－2 HB　e抗原陰性 18－2 人工弁置換後

05 白内障等の眼疾患 止8－3 人工血管置換後

06 振動障害 19 呼吸機能瞳害

07
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・蜻ﾚ骨顕部骨折及ぴ股関節脱臼・脱臼骨折 20 消化器障害

※　頭頚部外傷症候群等、尿路系障害、慢性肝炎、虚血性心疾患等、循環器障害のアフターケアについては、枝番号

　付きのコードを表面の記入欄に記入してください．

お　願　し、

C　この用紙は、機械で直接処理しますので、折り曲げたり汚したb、また他の用紙を糊付け

　しないでください。

○　小枠内は、黒ポ」ルペンで、枠からはみ出さないように、表面の右上にある標準字体にな

　らって、ていねいに記入してください寸

○　この用紙は、直射日光　湿気をさけて保管してください，
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3、27号通達別添の別紙r傷病別アフターケア実施要綱」の改正

（1）皿の尿道狭さくに係るアフターケア実施要綱を次のように改める・

　　　皿　尿路系障害に係るアフターケア実施要綱

　　　　（1）趣　　旨
　　　　　　尿道断裂や骨盤骨折等はり、尿道狭さくの障害を残す者及び尿路変向術

　　　　　を受けた者にあっては、症状固定後においても・尿流が妨げられることによ

　　　　　り腎機能障害や尿路感染症を発症するおそれがあることにかんがみ・アフタ

　　　　　ーケアを行うものとする。

　　　　（2）対　象　者
　　　　　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害により・尿道狭さくの障害を残す

　　　　　者又は尿路変向術を受けた者であって・労働者災害補償保険法による障害補

　　　　　償給付若しくは障害給付を受けている者又は受けると見込まれる者（症状固

　　　　　定した者1こ限る．）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると

　　　　　認められる者に対して行うものとする。

　　　　（3）アフターケアの範囲

　　　　　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　　　　　イ　診　　察
　　　　　　　原則として、症状固定後3年を限度として・・一3胡に1回程度必要

　　　　　　　1こ応じて行うものとするが、医学的硬に継続する必要のある者1こついて

　　　　　　　は、その必要な期間継続して行うことができるものとする・

　　　　　　ロ　保健指導
　　　　　　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　　　　　　ハ　保健のための処置
　　　　　　　　診察の都度、必要に応じて、次の処置等を行うものとする・

　　　　　　　①尿道ブジー（誘導ブジーを含む。）

　　　　　　　②尿路処置（導尿、膀胱洗浄、留置カテーテル設置●交換を含む・）

　　　　　　　③自宅等で使用するためのカテーテル・カテーテル用消熱（洗浄剤及

　　　　　　　　び潤滑剤を含む。）及び滅菌ガーゼの支給

　　　　　　二　検　　査
　　　　　　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行うもの

　　　　　　　とする。
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①　尿検査（尿培養検査を含む。）

②血液一般・生化学検査

③エックス線検査

④腹部超音波検査

⑤　CT検査

1～3カ月に1回程度

1年に2回程度

1年に1回程度

代用膀胱を造設した者に対し、

1年に1回程度実施

ホ　保健のための薬剤の支給
　　尿道ブジー及び尿路処置の実施の都度・必要に応じて・次の薬剤を1週

　両分程度支給するものとする。

　①　止血剤

　②　抗菌剤

　③自律神経剤

　④鎮痛・消炎剤

　⑤尿路処置用外用剤
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（2）　IVの慢性肝炎に係るアフターケア実施要綱を次のように改める。

IV　慢性肝炎に係るアフターケア実施要綱

　（1）趣　　旨
　　　慢性肝炎にり患した者で、症状固定後においても・ウイルスの持続感染が

　　認められる者は、肝炎の再燃又は肝病変の進行をきたすおそれがあることに

　　かんがみ、アフターケアを行うものとする。

　（2）対　象　者
　　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害によりウイルス肝炎にり患した者

　　であって、労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受

　　けている者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る・）のうち医学

　　的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行うも

　　のとする。

　（3）アフターケアの範囲

　　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　　イ　診　　察
　　　　原則として、症状固定後3年を限度として、B型肝炎ウイルス感染者の

　　　うちH　B，抗原陽性者及びC型肝炎ウイルス感染者については1カ月に1

　　　同程度、B型肝炎ウイルス感染者のうちHB　e抗原陰性者については6カ

　　　月に1回程度必要に応じて行うものとするが、医学的に必要のある者にっ

　　　いては、さらに継続して行うことができるものとする。

　　ロ　保健指導
　　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　　ノ＼　検　　査
　　　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行うもの

　　　　とする。

①　血液一般検査 6カ月に1回程度

②　血液生化学検査 （イ）HB　e抗原陽性者及びC

型肝炎ウイルス感染者

1カ月に1回程度

（ロ）H　B　e抗原陰性者

6カ月に1回程度
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③　腹部超音波検査

④B型肝炎ウイルス感染マーカー

⑤　HCV抗体
⑥　H　CV－RNA同定（定性）検査

⑦AFP（倣フェトプロテイン）

⑧PIVKA－H
⑨　プロトロンビン時間検査

⑩　CT検査

6カ月に1回程度

　医学的に特に必要と認めら

れる場合に限り実施
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（3）xの虚雌心疾患等に係るアフターケア実施要綱畝のように改める・

X　虚血性心疾患等に係るアフターケア実施要綱

　（1）趣　　旨
　　　虚雌、嫉患にり患した者及びペースメーカ又1ま除細動器（以下「ペース

　　メーカ等」という．）を植え込んだ者にあっては・症状固定ぞ麦においても・狭

　　、匪、不整脈あるいは心機能障害が残存することが多く・また・植え込んだ

　　、ミ＿スメ＿力等については、身体条件の変化や機器の不具合等により不適正

　　な機器の作動が生じるおそれがあること1こかんがみ・アフターケアを行うも

　　のとする。

　（2）対　象　者

　　イ　虚血性心疾患にり思した者

　　　（イ）アフターケアは、業務災害によ嘘雌心疾患にり患した者であって・

　　　　労働者災害補償保険法によるβ章害等級第9級以上の障害補償給付を受け

　　　　ている者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る・）のうち医

　　　　学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して

　　　　行うものとする。
　　　（，）事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は・医学的に特に必要が

　　　　　あると認めるときは障害等級第・・級以下の障害補1賞給付を受けている

　　　　者についてもアフターケアを行うことができるものとする。

　　　ロ　ペースメーカ等を植え込んだ者

　　　　　アフタ＿ケアは、業務災害又は通勤災害によりペースメーカ等を植え込

　　　　んだ者であって、労働者災害補償保険法によるβ章舗償給付若しくは障害

　　　　給付を受けている者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る・）

　　　　のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に

　　　　対して行うものとする。

　　（3）アフターケアの範囲

　　　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　　　イ　診　　察

　　　　（イ）　虚血性心疾患にり思した者

　　　　　　原則として、症状固定後3年を限度として・・胡1こ個程度必要に

　　　　　応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者1こついて

　　　　　は、その必要な期間継続して行うことができるものとする。
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（ロ）ペースメーカ等を植え込んだ者

　　　原則として、1～3カ月に1回程度必要に応じて行うものとする。

ロ　保健指導

　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

ハ　ペースメーカ等の定期チェック

　　ペースメーカ等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾

　値、感度等の機能指標の計測とともに、アフターケア上必要な指導を行う

　ため、6カ月～1年に工同程度実施するものとする。

二　検　　査
　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行うもの

　とする。

　（イ）　虚血性心疾患にり思した者

①　血液一般・生化学検査 1カ月に1回程度

②　尿検査

③　心電図検査（安静時及び負荷検査）

④　胸部エックス線検査

⑤　ホルター心電図検査 医学的に特に必要と認め

⑥　心臓超音波検査 られる場合に限り実施

⑦　心臓核医学検査

（ロ）　ペースメーカ等を植え込んだ者

①　血液一般・生化学検査

A　尿検査
B　心電図検査（安静時及び負荷検査）

1～6カ月に1回程度

④胸部エックス線検査 6カ月に1回程度

⑤　ホルター心電図検査 1年に1回程度

⑥　心臓超音波検査

F　心臓核医学検査

　医学的に特に必要と認め

轤黷髀鼾№ﾉ限り実施
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ホ　保健のための薬剤の支給

　　診察の都度、必要に応じて、次の薬剤を支給するものとする。

　　　抗狭心症剤

　　　抗不整脈剤

　　　心機能改善剤

　　　循環改善剤（利尿薬を含む。）

　　　向精神薬

　①

　②

　③

　④

　⑤

う
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（4）　X皿の後にX皿として次のように加える・

X～皿　循環器障害に係るアフターケア実施要綱

　（1）趣　　旨
　　　心臓弁を損傷した者、心膜の病変を残す者及び人工弁又は人工血管に置換

　　した者にあっては、症状固定後においても、心機能の低下を残したり・血栓

　　の形成により循環不全や脳梗塞等をきたすおそれがあることにかんがみ、ア

　　フターケアを行うものとする。

　（2）対　象者
　　　アフターケアは、次の者に対して行うものとする。

　　イ　業務災害又は通勤災害により、心臓弁を損傷した者、心膜の病変の障害

　　　を残す者又は人工弁に置換した者であって、労働者災害補償保険法による

　　　障害補償給付若しくは障害給イ寸を受けている者又は受けると見込まオτる者

　　　　（症状固定した者に限る．）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必

　　　要であると認められる者
　　。業務災害又は通勤災害により人工血管に置換した者であって・症状固定

　　　した者のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要である辱められ

　　　る者

　（3）アフターケアの範囲

　　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　　イ　診　　察
　　　（イ）　心臓弁を損傷した者及び心膜の病変を残す者

　　　　　原則として、症状固定後3年を限度として、1～3カ月に1回程度必

　　　　要に応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者1こつ

　　　　いては、その必要な期間継続して行うことができるものとする。

　　　（ロ）　人工弁又は人工血管に置換した者

　　　　　　原則として、ノ、工弁又は人工血管に置換した者については・・給カ

　　　　　月に1回程度必要に応じて行うものとする。

　　　ロ　保健指導

　　　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　　　ノ＼検　　査

　　　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行うもの

　　　　とする。
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①　血液一般・生化学検査

A尿検査

1～6カ月に1回程度

③　心電図検査（安静時及

@び負荷検査）

Cエックス線検査

3～6カ月に1回程度

⑤　心音図検査 　人工弁に置換した者に対し、3～6カ

獅ﾉ1回程度実施

⑥　心臓超音波検査
ノ、工弁又はノ、工血管に置換し緒に対

ｵ、1年に1回程度実施

⑦脈波図検査
人工血管に置換した者に対し、1年に

P回程度実施

⑧　CT又はMRI検査
　人工血管に置換した者に対し、医学的

ﾉ特に必要と認められる場合に限り実施

二　保健のための薬剤の支給

　　診察の都度、必要に応じて、次の薬剤を支給するものとする。

　①抗不整脈剤

　②心機能改善剤

　③循環改善剤（利尿薬を含む。）

　④　向精神薬
　　　心臓弁を損傷した者及び人工弁に置換した者に対し支給する。

　⑤　血液凝固阻止剤

　　　人工弁又は人工血管に置換した者に対し支給する・
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（5）　X～皿の後にXD（として次のように加える。

XD（　呼吸機能障害に係るアフターケア実施要綱

　（1）趣　　旨
　　　呼吸機能障害を残す者にあっては、症状固定後においても、咳や疾等の後

　　遺症状を残すため、そみ症状の軽減及び悪化の防止を図る必要があることに

　　かんがみ、アフターケアを行うものとする。

　（2）対　象　者
　　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害を残す者であ

　　って、労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受けて

　　いる者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る・）のうち医学的に

　　早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行うものと

　　する。

　（3）アフターケアの範囲

　　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　　イ　診　　察
　　　　原則として、症状固定後3年を限度として・・カ月に・同程度必要に応

　　　じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者については・

　　　その必要な期間継続して行うことができるものとする。

　　ロ　保健指導
　　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　　ノ＼検　　査
　　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行うもの

　　　　とする。

①　血液一般・炎症反応（CR　Pを含む。）

@・生化学検査

A　喀痰細菌検査

B　スパイログラフィー検査

C　胸部エックス線検査

1年に2回程度

⑤血液ガス分析 1年に2～4回程度

⑥　胸部CT検査 1年に1回程度
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二　保健のための薬剤の支給’

　　診察の都度、必要に応じて、次の薬剤を支給するものとする。

　　　去痰剤

　　　鎮咳剤

　　　喘息治療剤

　　　抗菌剤

　　　呼吸器用吸入剤

　　　鎮痛剤・消炎剤（外皮用剤を含む。）

　①

　②

　③

　④

　⑤

　⑥

17一



（6）　XD（の後にXXとして次のように加える。

XX　消化器障害に係るアフターケア実施要綱

　（1）趣　　旨
　　　消化器を損傷した者で、症状固定後においても、消化吸収障害、逆流性食

　　道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害又は膵機能障害（以下「消

　　化吸収障害等」という．）の障害を残す者にあっては・腹痛や排便機能障害等

　　を離するおそれがあること、また、消化器ストマ（大腸皮膚痩・小月易皮膚

　　痩及び人工月工門）を造設するに至った者にあっては・反応性びらん等を発症

　　するおそれがあることにかんがみ、アフターケアを行うものとする。

　（2）対　象　者
　　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害により、消化吸収障害等を残す者

　　又は消化器ストマを造設した者であって、労働者災害補償保険法による5章害

　　補償給付若しくは障害給付を受けている者又は受けると見込まれる者（症状

　　固定した者に限る．）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要である

　　と認められる者に対して行うものとする。

　（3）アフターケアの範囲

　　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　　イ　診　　察
　　　　原則として、症状固定後3年を限度として・1カ月に1回程度必要に応

　　　じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者については、

　　　その必要な期間継続して行うことができるものとする。

　　ロ　保健指導
　　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　　ハ　保健のための処置
　　　　診察の都度、必要に応じて、次の処置等を行うものとする。

　　　　①　ストマ処置

　　　　②　外痩の処置
　　　　　　軽微な外痩が認められる者に対し、外痩周辺の反応性びらん等の発症

　　　　　を予防するために実施するものとする。

　　　　③自宅等で使用するための滅菌ガーゼの支給

　　　二　検　　査
　　　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行うもの

　　　　とする。
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①　血液一般・生化学検査 3カ月に1回禾呈度

②尿検査

③　腹部超音波検査 医学的に特に必要と認められ

④　消化器内視鏡検査（ERCP る場合に限り実施

を含む。）

⑤　腹部エックス線検査

⑥　腹部CT検査

ホ　保健のための薬剤の支給

　　診察の都度、必要に応じて、次の薬剤を支給するものとする。

　①整腸剤、止瀉剤

　②下剤、浣腸剤

　③　抗貧血用剤

　④消化性潰瘍用剤
　　　逆流性食道炎が認められる場合に支給するものであり・鎮痛剤に対す

　　る健胃消化剤として支給するものでないこと。

　⑤　蛋白分解酵素阻害剤

　⑥　消化酵素剤

　⑦抗菌剤（外皮用剤を含む。）

　⑧鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含む。）
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（矧j糸氏2）

、646号通達の別紙rアフターケア委託費の’点検業務等委託事務処理要領」を次の

　ように改める。

　　2の（1）のホ中r尿道狭さく・3」をr尿路系障害・3」に改め・「精神障害

、7」の後にr循環器障害・8」、r呼吸機能障害・9」・「消化器障害20」を

　追加する。
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労働福祉事業としてのアフターケア実施要領の制定について（平成元年3月20日付け基発第127号）の新旧対照表

改　正　後

第3　運用上の留意事項

記

1　実施要領（傷病別アフターケア実施要綱を除く。）について

3　健康管理手帳の交付

（4）　手帳の交付番号の振出しは、暦年をもって起算し、西暦年下

　2桁、所轄局番号2桁、対象傷病2桁、振出番号4桁及び枝番

　号3桁の順に連記した番号とすること。

　　対象傷病番号は、せき髄損傷01、，頭頸部外傷症候群等0

　2、尿路系障害03、慢性肝炎04、白内障等の眼疾患05、

　振動障害06、大腿部頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折07・

　人工関節・人工骨頭置換08、慢性化膿性骨髄炎09、虚血性

　心疾患等10、尿路系腫瘍11、脳血管疾患12、有機溶剤中

　毒等13、外傷による末梢神経損傷14、熱傷15＼サリン中

　毒16、精神障害17、循環器障害18、呼吸機能障害19及

一とすること。
　なお、手帳の再交付を行った場合には、暦年の変更にかかわ

らず、当初振出した番号の下3桁の技番号を変更すること。

改　正　前

第3　運用上の留意事項

己そ
β

1　実施要領（傷病別アフターケア実施要綱を除く。）について

3　健康管理手帳の交付

（4）　手帳の交付番号の振出しは、暦年をもって起算し、西暦年下

　2桁、所轄局番号2桁、対象傷病2桁、振出番号4桁及び枝番

　号3桁の順に連記した番号とすること。

　　対象傷病番号は、せき髄損傷01、，頭頸部外傷症候群等0

　2、尿道狭さく03、慢性肝炎04、白内障等の眼疾患05、

　振動障害06、大腿部頸部骨折及び股関節脱臼．・脱臼骨折07、

　人工関節・人工骨頭置換08、慢性化膿性骨髄炎09、虚血性

　心疾患等10、尿路系腫瘍l　l、脳血管疾患12、有機溶剤中

　毒等13、外傷による末梢神経損傷14、熱傷15、サリン中

　毒16一とすること。

　なお、手帳の再交付を行った場合には、暦年の変更にかかわ

らず、当初振出した番号の下3桁の枝番号を変更すること・

つ
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労働福祉事業としてのアフターケア実施要領の制定について（平成元年3月20日付け基発第127号の別添）の新旧対照表

改　正　後

労働福祉事業としてのアフターケア実施要領

2　対象傷病

　　アフターケアの対象とする傷病は、せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等

　〔頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群、一酸化炭素中毒症（炭鉱災害によ

　るものを除く。）、外傷による脳の器質的損傷、腰痛、減圧症）、尿路系

　障害、慢性肝炎、白内障等’の眼疾患、振動障害、大腿骨頸部骨折及び股

関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、慢性化膿性骨髄炎、虚

　血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳血管疾患、有機溶剤中毒等、外傷による

　末梢神経損傷、熱傷、サリン中毒一
　害及び消化器障害とする。

9　実施期日

　　このアフターケアは、平成元年4月1日から実施するものとする。

　　ただし、「大腿骨頚部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフター

　ケア』及びr人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケア」については・

　平成3年10月15日から実施し、慢性化膿性骨髄炎については平成7

　年4月1日からi実施し、虚血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳血管疾患、有

　機溶剤中毒等、外傷による抹消神経損傷、熱傷並びにサリン中毒につい

　ては、平成9年4月1日から実施し、精神障害については、平成12年

　4月1日から実施し　循環器障害、呼吸機能障害及び消化器障害につい

ては、平成18年4月1日から実施するものとする。

改　正　前

労働福祉事業としてのアフターケア実施要領

2　対象、傷病

　アフターケアの対象とする傷病は、せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等

　（頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群、一酸化炭素中毒症（炭鉱災害によ

　るものを除く。）、外傷による脳の器質的損傷、腰痛、減圧症）、尿道狭

　さく、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、大腿骨頸部骨折及び股

　関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、慢性化膿性骨髄炎・虚

　血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳血管疾患、有機溶剤中毒等、外傷による

　末梢神経損傷、熱傷、サリン中毒及び精神障害とする。

9　実施期日

　　このアフターケアは、平成元年4月1日から実施するものとする。

　ただし、r大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフター

　ケア」及びr人工関節・人工骨頭置換に係るアフターケア」については・

　平成3年10月15日から実施し、慢性化膿性骨髄炎については平成7

　年4月1日から実施し、虚血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳血管疾患、有

　機溶剤中毒等、外傷による抹消神経損傷、熱傷並びにサリン中毒につい

　ては、平成9年4月1日から実施し、精神障害については、平成12年

　4月1日から一」一
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アフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領の改正について（平成12年10月24日付け基発第646号の別紙）の新旧対照表

改　正　後

アフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領

2　都道府県労働局における事務

（1）　健康管理手帳の交付

ホ　手帳の交付番号は暦年をもって起算し、西暦年の下2桁、被災労

　働者の所属事業場の所在地を管鱈する都道府県労働局（以下「所轄

　局」という。）番号2桁、対象傷病番号2桁、振出番号4桁及び枝番号

　3桁の順に連記した番号とすること。

　　なお、対象傷病番号については、次のとおりとすること。

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症　　　　　00

せき髄損傷　　　　　　　　　　　　　01

頭頸部外傷症候群等　　　　　　　　　　02

蜷豊　　　　　　　　　　　03
慢性肝炎　　　　　　　　　　　　　　　04

白内障等の眼疾患　　　　　　　　　　　　05

振i動障害　　　　　　　　　　　　　　　　　06

大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折07

人工関節・人工骨頭置換　　　　　　　　08

慢性化膿性骨髄炎　　　　　　　　　　　09

虚血性心疾患等　　　　　　　　　　　　10

尿路系腫瘍　　　　　　　　　　　　　11

脳血管疾患　　　　　　　　　　　　　　12

有機溶剤中毒　　　　　　　　　　　　　　i3

外傷による末梢神経損傷　　　　　　　　】4

熱傷　　　　　　　　　　　　　　　　　15

サリン中毒　　　　　　　　　　　　　　16

精神障害　　　　　　　　　　　　　　　17

循環器障害　　　　　　　　　　　　　　18

呼吸機能障害 19

消化器障害 20

　また、手帳を更新又は再交付した場合には、当初振り出した番

号の下3桁の枝番号を変更するものであること。

改　正　前

アフターケア委託費の点検業務等委託事務処理要領

2　都道府県労働局における事務

（1）　健康管理手帳の交付

ホ　手帳の交付番号は暦年をもって起算し、西暦年の下2桁、被災労

　働者の所属事業場の所在地を管轄する都道府県労働局（以下「所轄

　局』という。）番号2桁、対象傷病番号2桁、振出番号4桁及び枝番号

　3桁の順に連記した番号とすること。

　　なお、対象傷病番号については、次のとおりとすること。

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症

せき髄損傷

頭頸部外傷症候群等

尿道狭さく

慢性肝炎

白内障等の眼疾患

振動障害

0
】
2
3
4
5
6

0
0
0
0
0
0
0

大腿骨頚部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折07

人工関節・人工骨頭置換　　　　　　　　08

優性化膿性骨髄炎　　　　　　　　　　　　09

虚血性心疾．患等　　　　　　　　　　　　　10

尿路系腫瘍　　　　　　　　　　　　　　　11

脳血管疾患　　　　　　　　　　　　　　　12

有機溶剤中毒　　　　　　　　　　　　　　13

外傷による末梢神経損傷　　　　　　　　14

熱傷　　　　　　　　　　　　　　　　　15

サリン中毒　　　　　　　　　　　　　　　16

精神障害　　　　　　　　　　　　　　　　17

　また、手帳を更新又は再交付した場合には、当初振り出した番

号の下3桁の枝番号を変更するものであること。
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改　正　後

様式第5号の2及び様式第6号の2（裏面）

弼猟．とZ

脩病コード 傷　　　研　　　名 塩漏ニード 儀　　　　病　　　　ち

o　o 炭鉱災蜜による一側臓．景中る億 08 人工蘭節・ノ、工舜研z嬉

01 せ毒臣続出 09 焼化馳眼炎

緬甑郭外に症候“弓 虚崖睦む疾母耳

02・1 晒頴郭外爆こ候鉾 I　o・1 虚血性心疾5

oユー2 顎月腕建鉄“ 10響2
べ一フノーカ及び除拓』…；

02－1 一酸化民南中5庄似皿縮を除（．， 11 彫路系騒頂

02・4 外傷による騒の縫質め横俄 12 彫直f疾鼻

02轄5 謄口
ゴ3 盲捜壌書沖騰“

02・‘ 厭Eに 14 外郎による宗緒締遠祖頓

原鋒派障害 15 熱侶

0コー1 尿道扶さく及u駐葺ま同断佳 16 サツン中窮

O　I鼻2 代用矧既遭詮偵 11 精細事書

慢性箭豪 鳴鳳勝”誓

o‘・1 HB・悶．陰性及UC却依ウィルス慰籍 18．1 嘗楓復及び心飯朔密

o→一2 H　B．腿闇主 1眩一2 人工弁霞婚儀

05 自白降等の9昭島 I　l－3 人工血管匿榛犠

D5 鼠仙陣著 1， 呼¢梅儀にτ

D7 大隊麟師陳び敏開節賦日・脱酩折 20 順化跳耳当

〃　l　tては岐阜号

r錯諏．となるアフターケア傷病コード蚤」

　　　蝦噺蹄燃鰍薦、犀臨噂、僅性触、虚雌砿麗服鼎駒アフタ昨71二ついては識翻
　　　　何壷のコードを吸面の記入図に記入してください，

　お　願　い

〔一 Aこの用緯、解，で齢処理し廿疏、折1噛耽り汚した1』また他の用無糖け
　しないでください4

‘：，イ、オ争阻、継→1母で、枠力・鰯み齪ないように液面の右上にある融手催な

　らって、ていねいに紀λしてください‘

1⊃この用紙は・匿肥光’鵬をさ1すて儲し烈ださい1

改　正　前

様式第5号の2及び様式第6号の2（裏面）

hi身二’な…・↑一　 甲「■ P一濯＝二　　・・畏．

種名コー1 跨　　　屑　　　口 陶一｝1 κ “ 』
o

Il‘， 藍が曲：μ一暫く賦鴛㌣ξ｛ i吐 ’、工筒筋目．工な段躍≒ 旨

『］1 f駐“Jl～
1”9 1托性∫じ嫉低看繋り…

1‘餓～二’ト朽区眺や等 輪” ε血眼・賊勢
’1”一1 i‘貞；i…桝腱a詐

ら2一コ 1　鋭朝権1癖 11　　　　　1 集書孫暖房

P’・2　・ 一・ T一・詫P学し階墨壷櫛二号を｝｝．

‘ρ一1　・ ㌘”・∫1：践轟㌔欝知り椥響
i　y　　　疋 b飽号畦髪

一、｛一5｝ ～：帯

1ド『一‡＝ ’　ロ［三原
，等 tl鮒訓輯等

陛1：二

！　帰．七ll二誓
1一 ＾隅1二上；、刷鰍起；辮

白尋 ！1雑肝1：：
11｛

躊搭

〔I　F 白r4rン∫・㍉島胆荘
11← 1咽：、中日

ll‘ 1藍動r鳳
！1；

棺賃医書
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労働福祉事業としてのアフターケア実施要領の制定について（平成元年3月20目付け基発第ユ27号の別紙）の新旧対照表

改　正　後 改　正　前

傷病別アフターケア実施要綱 傷病別アフターケア実施要綱

皿　尿路系障害に係るアフターケア実施要綱 皿　尿道狭さくに係るアフターケア実施要綱

11）趣　　旨

　　尿道断裂や骨盤骨折等により一尿道狭さくの障害を残す者及び尿路

　変向術を受けた者にあっては、症状固定後においても　尿流が妨げら

れることにより腎　能障害や尿路感染症を発症するおそれがあること

　にかんがみ、アフターケアを行うものとする。

12）対　象　者

　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害により、尿道狭さくの障害

　を残す者又は尿路変向術を急げた者であって、労働者災害補償保険法

　による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者又は受けると見

　込まれる者（症状固定した者に限る。）のうち医学的に早期にアフタ

　ーケアの実施が必要であると認められる者に対して行うものとする。

　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　　　原則として、璽後3年を限度として、1～3カ月に1回程

　　度必要に応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のあ

　　る者については、その必要な期間継続して行うことができるものと

　　する。

　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　　　診察の都度、必要に応じて、次の処置等を行うものとする。

　　①一＿

　イ　診　　察

③　アフターケアの範囲

　ロ　保健指導

　ハ　保健のための処置

尿路処置導尿、膀胱洗浄、留置カテーテル設置・交換を含む。）

（1〕趣　　旨

　　尿道断裂、骨盤骨折等により尿道狭さくの障害を残す者にあっては、

傷病が治ゆした後も健康管理上尿路管理を必要とすることがあること

にかんがみ、アフターケアを行うものとする。

②
③
一　自宅等で使用するためのカテーテル、カテーテル用消毒液」迷

津剤及び潤滑剤を含む。）及び滅菌ガーゼの支給

12）対　象　者

　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害による尿道断裂、骨盤骨折

等により尿道外傷を被り、当該傷病が治ったとき尿道狭さくの障害を

　残す者であって、当該障害に関し労働者災害補償保険法による障害補

　償給付若しくは障害給付を受けている者ヌは受けると見込まれる者

　（傷病が治ゆした者に限る。）のうち医学的に早期にアフターケアの

　実施が必要であると認められる者に対し，て行うものとする。

13）アフターケアの範囲

　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする．

　イ　診　　察

　　　原則として、螢後3年を限度として、1～3カ月に1回程度必

　　要に応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者

　　については、その必要な期間継続して行うことができるものとする。

ロ　保健指導

　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

ハ　保健のための処置

　1イ1診察の都度、必要に応じて尿道ブジー（誘導ブジーを含む。）

　及びカテーテル処置を行うものとする。

但．一一自宅等で使用するためのカテー
　テル、カテーテル用消毒液及び滅菌ガーゼを支給できる蔓）のとす

L
二　検　　査

診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行

査検二

診察の結果、医師が必要と認めた者については　次の検査のうち

一Ω　尿検査（尿培…養検査を含む） 1～3カ月に1回程度

②　血液一般・生化惑　査

一③エックス線検査

C一 一
⑤皿撞査 代用膀胱を造設した者に

対し、1年に1回程度実施

必、な、のをそれぞれの項に掲げる範囲内で行’ことができるもの

匹m尿　検　査

　診察の都度、必要に応じて行う

＠腎機能、査（腎盂造影を除く）

　年2回程度行う。

同腎臓、膀胱及び尿道のエックス線検査

年1回程行一（ただし、単純撮影腎盂造影については、必

ホ　保健のための薬剤の支給

　　尿道ブジー及び尿路処置の実施の都度、必要に応じて一次の薬剤

　を1週間分程度支給する星）のとする。

①
②
③
④
⑤

止血剤

抗菌剤

自律神経剤

鎮痛・消炎剤

尿路処置用外用剤

要に応じて年2回程度行う）。

ホ　保健のための薬剤の支給

　　尿道ブジー及びカテーテノレ実施の都度、必要に応じて次の薬剤を

　1週間分程度支給することができるものとする。

1イ1止　血　剤

回折　菌　剤

｛ハ｝自律神経剤

〔二｝鎮痛・消炎剤

困尿路処置用外用剤

「
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改　正　後 改　正　前

W　慢性肝炎に係るアフターケア実施要綱

@（11趣　　旨

@　　慢性肝炎にり思した者で、症状固定後においても　ウイルスの持続

IV　慢性肝炎に係るアフターケア実施要綱

@111趣　　旨
急性のウイルス肝炎にり思した者のなかには引き続き慢性肝炎へ移

感染が認められる者は、肝炎の再燃又は肝病変の進行をきたすおそれ 行ずるものが認められている。

があることにかんがみ アフターケアを行うものとする。 これら慢性肝炎の状態にある者は、なお肝炎ウイルスによる持続感

染の状態にあり、肝病 ’の進行をきたすおそれがあるので、アフター

12）対　象　者

@　アフターケアは 業務災害又は通勤災害によりウイノレス肝iにり患

ケアと

｛2）対　象　者

@　ウイルス肝炎にり恐し、

して必要に応じて保健上の措置を講じるものとする。

@　　　　　　　弓働者災害補償保険法の規定による療養補

した者であって、労働者災害補償保険法による障害補償給付若しく は 償給付又は療養給付を受けている慢性肝炎の者が、 治療により肝機能

障害給付を書けている音叉は受けると見込まれる者（症状固定した者 検査値 （GOT、GPT） が改善し　安定した状態が6 ヵ月以上続い

に限る ） のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると たもの、すなわち 当該慢性肝…の症状が固定したと認められる者を

　認められる者に対して行うものとする

Bアフターケアの範囲
@　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

@イ　診　　察

@　　　　　　　　　　　　　　びC型肝…

原則として、症状固定後3年を限度として、B型肝炎ウイルス感

アフターケアの対象者とする

（31アフターケアの範囲

@　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

@イ　診　　察

@　　原則として、症状固定後3年を限度として1ヵ月に1回程　必要

染者のうちH　B　e抗原陽性者 ウイルス感染者について

は1カ月に1回程度 B型肝獅ウイルス感染者のうちH　B　e抗原陰

性者については6カ月に1回程’必要に応じて行うものとするが、

@医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができ

@るものとする。

香@保健指導

@　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

n　検　　査

@　診察の結果　必要に応じて、 次の　査を右欄に掲げる範囲内で行

　に応じて行うものとするが、医学的に必要のある者については、さ

@らに継続して行うことができるものとする。

香@保健指導

@　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

n　検　　査

@　診察の都度、医師が必要と認める者については、次に掲げる検査

うものとする。
のうち必要なものを行うことができる。

Ω血雄査 6カ月に1回程度 塑 雌
回　数

（イ）　H　B　e抗原　性者及びC型 三皇灘 G　OT 月1回程度行う
②血液生化学検査

肝iウイノレス感染者　　1カ月 G　P　T

に1回程度

皿（コ）　H　B　e抗原陰性者　6カ月 C　h　E（コリンエステラー

嘘
立総蛋白量

6カ月に1回程度 アルブミン量
③腹部超音波検査

医学的に特に必要と認められ ロ　末梢血一般 月1回程度行う

る場合に限り実施

④　　B型肝炎ウイルス麩

@マーカー

DHCV抗体
@　HCV－RNA同定〔定

ハ　その他 必要に応じて行B型肝炎ウイルスマーカー

gCV抗体
戟@CG　l5∠停滞率

立

蝉 H　PT（ヘパブラスチンテ
⑥
⑦
③
⑨

スト）

　AFP（α一フェトプロ

eイン）

@P　l　V　KA－n

@ブロトロンビン時間検

AFP（α一フェトプロテ

Cン）

o　l　V　KA－H

鞫恊f断
糞　CT検査

⑩

二 保健のための薬剤の支給

診察の都度、必要に応じて経口的肝臓疾患用剤を支給することが

できるものとする。

26



改　正　後

X　虚血性心疾患等に係るアフターケア実施要綱

（1）趣　　旨

虚血性心疾患にり思した者及びぺ一スメーカヌは除細動器（以下「ペ

ースメーカ等　という。）を植え込んだ者にあっては、症状固定後に

おいても、狭心症、不整脈あるいは心機能障害が残存することが多≦一

また、植え込んだペースメーカ等については　身体条件の変化や機器

の不具合等により不適正な機器の作動が生じるおそれがあることにか

　んがみ、アフターケアを行うものとする。

の　対　象　者

　イ　虚血性心疾患にり思した者

　（イ）アフターケアは、業務災害により虚血性心疾患にり思した者で

　　　あって、労働者災害補償保険法による障害等級第9級以上の障害

　　　補償給付を受けている者又は受けると見込まれる者（症状固定し

　　　た者に限る。）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要

　　　であると認められる者に対して行うものとする。

　（P）事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長は・医学的に特に

　　　必要があると認めるときは障害等級第10級以下の障害補償給付

　　　を受けている者についてもアフターケアを行うことができるもの

　　　とする。

　ロ　ペースメーカ等を植え込んだ者．

アフターケアは、業7災害　は通勤災害によりペースメーカ等を

植え込んだ者であって、労働者災害補償保険法による障害補償給付

若しくは障害給付を受けている音叉は受けると　込まれる者（症状

固定した者に限る。）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が

必要であると認められる者に対して行うものとする

〔31アフターケアの範囲

　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　イ　診　　察

　（イ）　虚血性心疾患にり、態した者

　　　　原則として、塑後3年を限度として』1互月に1回程塵：

　　　必要に応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のあ

　　　る者については、その必要な期間継続して行うことができるもの

　　　とする。

　　（口）　ペースメーカ等を植え込んだ者

　　　　原則として、1～3カ月に1回程度必要に応じて行う罵）のとす

Lロ　保健指導

　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

ハ　ペースメーカ等の定期チェック

ペースメーカ等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、

刺激閾値、感度等の機能指標の計測とともに、アフターケア上必要

な指㌧を行うため、6カ月～1年に1回程度実施するものとする

査検二

診察の結果、必要に応じて　次の検査を右欄に掲げる範囲内で行

一（イ）虚血性心疾患にり思した者

①
一
②
③
一
④
一

血液一般・生化学検査

尿検査

，し・電図検査（安静時及び負荷検査）

胸部エックス線検査

⑤　ホルター心電図検査

⑥心臓超・音波検査

Ω　心臓核医学検査

1カ月に1回程度

　医学的に特に必要

と認められ，る場合に

限り実施

改　正　前

X　虚血性心疾患等に係るアフターケア実施要綱

〔1）趣　　旨

虚血性心疾患は冠動脈硬化を基礎病態として発病し、症状固定後も

これに由来する狭心症、不整脈あるいは心機能障害が残存することが

多いため、これらの症状に対してアフターケアを行うものとする，

（2｝対　象　者

　イ　アフターケアは、業務に起因する虚血性心i疾患にり思した者で、

　　労働者災害補償保険法による障害等級第9級以上の障害補償給付を

　　受けている者又は受けると見込まれる者（傷病が治ゆした者に限

　　る。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると

　　認められる者に対して行うものとする。

ロ　事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長は・医学的に特

　に必要があると認めるときは障害等級第10級以下の障害補償給付

　を受けている者についてもアフターケアを行うことができるものと

　する。

｛31アフターケアの範囲

　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　イ　診　　察

　　　原則として、塗座後3年を限度として1た月に1回程度必要に応

　　じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者につい

　　ては、その必要な期間継続して行うことができるものとする。

ロ　保健指導

　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

ハ　検　　査

診察の結果、医師が必要と認めた者については、次の1イ1から｛二｝

までの　査を］か月に1回程度行うことができる　のとし、㈲か

らmまでの検査は特に必要と認められる場合に限り行うことがで

1イ）血液一般・生化学検査

1司　胸部エックス線検査

｛ハ）心電図検査

　安静時及び負荷検査を行うものとする。

に）尿検査

｛オ、｝ホルター心電図検査

1へ｝心臓超音波検査

㈲心臓核医学検査

27一



（P）ペースメーカ等を植え込んだ者

血液一般・生ヒ学’査 1～6カ月に1回Ω②尿検査

B　心電図検査（安静時及び負荷検査）
墾

④胸部工・クス線査 6カ月に1回程度

⑤ホルター心電図検査 1年に1回程度

⑥心臓超音波検査 医学的に特に必要

⑦一
と認められる場合に

限り実施

ホ　保健のための薬剤の支給

　　診察の都度、必要に応じて一次の薬剤を支給するものとする。

①
一
②
③
一
④
⑤

抗狭心症剤

抗不整脈剤

心機能改善剤

循環改善剤（利尿薬を含む。）

向精神薬

二　保健のための薬剤の支給

　　診察の都度、必要に応じて次の薬剤を支給することができるもの

　とする．

　1イ｝抗狭心症剤

＠抗不整脈剤

｛ハ1心機能改善剤

1二）循環改善剤

固向精神薬（内服）

　
　
一8り

乙



改　正　後

X棚　循環器障害に係るアフターケア実施要綱

（1）趣　　旨

　　心臓弁を損傷した者、心膜の病変を残す者及び人工弁又は人工血管

　に置換した者にあっては、症状固定後においても、心機能の低下を残

　したり、血栓の形成により循環不全や脳梗塞等をきたすおそれがある

　ことにかんがみ、アフターケアを行うものとする。

｛21対　象　者

　　アフターケアは、次の者に対して行うものとする。

　イ　業務災害又は通勤災害により、心臓弁を損傷した者、心膜の病変

　　の障害を残す者又は人工弁に置換した者であって、労働者災害補償

　　保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者又は受

　　けると見込まれる者（症状固定した者に限る。）のうち医学的に早

　　期にアフターケアの実施が必要であると認められる者

　ロ　業務災害又は通勤災害により人工血管に置換した者であって、症

　　状固定した者のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であ

　　ると認められる者

③　アフターケアの範囲

　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　イ　診　　察
　　（イ）　心臓弁を損傷した者及び心膜の病変を残す者

　　　　原則として、症状固定後3年を限度として、1～3カ月に1回

　　　程度必要に応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要

　　　のある者については、その必要な期間継続して行うことができる

　　　ものとする。

　　（P）　人工弁又は人工血管に置換した者

　　　　原則として、人工弁又は人工血管に置換した者については、1

　　　～3カ月に1回程度必要に応じて行うものとする。

　ロ　保健指導
　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　ハ　検　　査
　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げ磯曲で行

　　　うものとする。

①　血液一般・生化学検査

A　尿検査

1～6カ月に1回程度

③　心電図検査（安静時及

@び負荷検査）

Cエックス線検査

3～6カ月に1回程度

⑤　心音図検査 　人工弁に置換した者に対し、3

`6カ月に1回程度実施

⑥．心臓超音波検査 　ノ、工弁又は人工血管に置換した

ﾒに対し、1年に1回程度実施

⑦脈波図検査 人工血管に置換した者に対し・

P年に1回程度実施

⑧CT又はMR1検査 　人工血管に置換した者に対し、

繩w的に特に必要と認められる場

№ﾉ限り実施

二　保健のための薬剤の支給
　　診察の都度、必要に応じて、次の薬剤を支給するものとする。

　①抗不整脈剤

　②心機能改善剤
　③　循環改善剤（利尿薬を含む。）

　④　向精神薬
　　　、し、臓弁を損傷した考及び人工弁に置換した者に対し支給する。

　⑤　　血液凝固阻止剤

　　　人工弁又は人工血管に置撫した者に対し支給する。
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XIX　呼吸機能障害に係るアフターケア実施要綱

（1）趣　　旨

　　呼吸機能障害を残す者にあっては、症状固定後においても、咳や疾

　等の後遺症状を残すため、その症状の軽減及び悪化の防止を図る必要

　があることにかんがみ、アフターケアを行うものとする。

｛2）対　象　者

　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害を残す

　者であって、労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害

　給付を受けている者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限

　る。）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認め

　られる者に対して行うものとする。

｛31アフターケアの範囲

　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　イ　診　　察

　　　原則として、症状固定後3年を限度として、1カ月に1回程度必

　　要に応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者

　　については、その必要な期間継続して行うことができるものとする。

　ロ　保健指導

　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　ハ　検　　査
　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行

　　うものとする。

①　血液一般・炎症反応（CRPを含

@む。）・生化学検査

A喀痰細菌検査
B　スバイログラフィー検査

C，胸部エックス線検査

1年に2回程度

⑤血液ガス分析 1年に2～4回程度

⑥胸部CT検査 1年に1回程度

二　保健のための薬剤の支給

　　診察の都度、必要に応じて、次の薬剤を支給するものとする。

　①　去痰剤

　②　鎮咳剤

　③　喘息治療剤

　④　抗菌剤

　⑤呼吸器用吸入剤

　⑥　鎮痛剤・消炎剤（外皮用剤を含む。）
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XX　消化器障害に係るアフターケア実施要綱

｛1）趣　　旨

　　消化器を損傷した者で、症状固定後においても、消化吸収障害、逆

　流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害又は膵機能

　障害（以下「消化吸収障害等」という。）の障害を残す者にあっては、

　腹痛や排便機能障害等を発症するおそれがあること、また、消化器ス

　トマ（大腸皮膚癌、小腸皮膚痩及び人工肛門）を造設するに至った者

　にあっては、反応性びらん等を発症するおそれがあることにかんがみ、

　アフターケアを行うものとする。

（21対　象　者
　　アフターケアは、業務災害又は通勤災害により、消化吸収障害等を

　残す者又は消化器ストマを造設した者であって、労働者災害補償保険

　法による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者又は受けると

　見込まれる者（症状固定した者に限る。）のうち医学的に早期にアフ

　ターケアの実施が必要であると認められる者に対して行うものとす

　る。

131アフターケアの範囲

　　アフターケアの範囲は、次のとおりとする。

　イ　診　　察
　　　原則として、症状固定後3年を限度として、1カ月に1回程度必

　　要に応じて行うものとするが、医学的に更に継続する必要のある者

　　については、その必要な期間継続して行うことができるものとする。

　ロ　保健指導
　　　診察の都度、必要に応じて行うものとする。

　ハ　保健のための処置
　　　診察の都度、必要に応じて、次の処置等を行うものとする。

　　①　ストマ処置

　　　②　外痩の処置
　　　　　軽微な外宏が認められる者に対し、外療周辺の反応性びらん等

　　　　の発症を予防するために実施するものとする。

　　　③自宅等で使用するための滅菌ガーゼの支給

　　二　検　　査
　　　　診察の結果、必要に応じて、次の検査を右欄に掲げる範囲内で行

　　　うものとする。

①　血液一般・生化学検査 3カ月に1回程度

②尿検査

③腹部超音波検査 医学的に特に必要と認

④　消化器内視鏡検査（ERCP められる場合に限り実施

を含む。）

⑤腹部エックス線検査

⑥腹部CT検査

ホ　保健のための薬剤の支給

　　診察の都度、必要に応じて、次の薬剤を支給するものとする。

　①整腸剤、止滴剤

　②下剤、洗腸剤

　③　抗貧血用剤

　④消化性潰瘍用剤
　　　逆流性食道炎が認められる場合に支給するものであり、鎮痛剤

　　に対する健胃消化剤として支給するものでないこと。

　⑤蛋白分解酵素阻害剤

　⑥消化酵素剤

　⑦抗菌剤〔外風用剤を含む。）

　⑧　鎮痛・消炎剤　（外皮用剤を含む。）

う
」

改　正　前



　　　　　　胸腹部臓器の

障害等級認定基準等の
　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　暮

　ン　　ヤ

、．碩

　o

瀦
　　　　憂、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書鼎岬植｝丹一｝

　　　　　　ロて　ヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　ざ　　　ウヨ　ロ　さ　　　　モ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
　　ヘあロ　　　ニび　　　　　　　モポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず

　　　・ぎ．．．，罰、■　　　　　　　　　　　　　曲

瓢．一『
A．麟一藁，認・芝謬　讐■　　■鋭・1モ購

躍i鑛鐡　蒙一一累・壕　　総　　、

　　　　　’

　　　　　　　　　心

　労災保険では、業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったときに身体に一定

の障害が残った場合に、その障害の程度に応じて、障害（補償）給付；を支給する

こととしています。
　障害の程度の判断にあたっては「障害等級表（労働者災害補償保険法施行規

則別表第一）」に定めるいずれの障害に該当するかを認定する必要があります

が、そのための基準を定めたものが「障害等級認定基準」です。

　このた：び、「胸腹部臓器」の障害に関して、障害等級表及び障害等級認定基

準の一部が改正されました。
　このパンフレットでは、今回改正された事項のポイントを解説しました。

　なお、新しい基準は平成18年4月1日以降に治ゆしたものから適用となり、

それ以前に治ゆしたものについては、従前の基準が適用されます。
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障害等級表について、「ひ臓又は一側のじん臓を失ったもの」を削除し、第13級を新設

しました。

塁 難題鱒璽贈る新たな障害等級表

舞　
灘

、’・

し｝、一

D．

障害等級 身　　　　　体　　　　　障　　　　　害

第1級 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第3級
　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することが

ﾅきな1いもの

第5級
　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労

ｱに服することができないもの

　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服する

ｱとができないもの

第7級
両側のこう丸を失ったもの

　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当

ﾈ程度に制限されるもの

第9級
生殖器に著しい障害を残すもの

第11級
　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障

ｪあるもの

第13級 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
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　医療技術の進展等を踏まえ、胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準を改正しまし

た。

　　　　　　　　豪貴勲韓1☆llr

　呼吸機能に障害を残したものは、原則として、動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の

検査結果により等級を認定します。

慧駿．縫

　　　　

灘
難1

鱗
難、誠

（1）蘇卑酸素分圧と鞭雌ガネ舞¢検査結黙古碑箒級

一動脈血炭酸ガス分圧（豫2）

動脈血酸素分圧（※1）
限界値範囲内 限界値範囲外

50Torr以下 第1級、第2級又は第3級（※3）

50Torrを超え60Torr以下 第5級
第1級、第2級又は第3級
@　　　（※3）

60Torrを超え70Torr以下 第9級 第7級

70Torrを超える 第11級

※1　動脈血酸素分圧とは、動脈血に含まれる酸素の圧力のことをいいます。

※2　動脈血炭酸ガス分圧とは、動脈血に含まれる炭酸ガスの圧力のことをいいます。

　　動脈血炭酸ガス分圧については、37Torr以上43Torr以下のものを「限界値範囲内」

　　といい、それ以外のものを「限界値範囲外」といいます。

※3　呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは第1級、随時介護が必要なものは

　　第2級、それ以外のものは第3級に認定します。

3



灘織
斑
零
丁
ぞ湿

蒙
三
…
．
通
語
一
“
1
駈

（2）スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による障害等級

　　（1）の等級が次による等級を下回る場合には、次により等級を認定します。

呼　吸　困　難　の　程　度（※2）スパイロメトリーの結果

i※1） 高度’ 中等度 軽度

％1秒量≦35

@　又は

灯x活量≦40

第1級、第2級

狽ﾍ第3級
i※3）

35＜％1秒量≦55

@　又は
S0＜％肺活量≦60

第7級

55＜％1秒量≦70

@　又は
U0＜％肺活量≦80

第11級

※1　スパイロメトリーとは、スパイロメ一夕ーという器械を用いて呼吸気量を計測

　　する検査のことをいいます。

※2「呼吸困難の程度」は、次により区分します。

高　度

中等度

軽　度

呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないもの

　呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分

のペースでなら1km程度の歩行が可能であるもの

呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの

※3　呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは第1級、随時介護が必要なも

　　のは第2級、それ以外のものは第3級に認定します。

（3）運動負荷試験の結果による障害等級、■汗、

　　（1）及び（2）による判定では等級に該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸

　困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認めら

　れるものは、第11級に認定します。
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（1）心機能が低下したもの

　　心筋梗塞、狭心症、心臓外傷等の後遺症状により心機能が低下したものは、次に

　より等級を認定します。

障害等級 後　　　　　遺　　　　　症　　　　　状

第9級

おおむね6METs（※）を超える強度の身体活動が制限されるもの

i例）平地を健康な人と同じ速度で歩くのは差し支えないものの、平

@地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活

@動が制限されるもの

第11級

おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの

i例）平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身

@体活動に支障がないものの、それ以上激しいか、急激な身体活動

@が制限されるもの

※　METs（メッツ）とは、安静座位の酸素摂取量（1MET＝3．5ml／Kg／min）の何
倍の酸素摂取量に当たるかを示す単位であり、運動・作業強度の単位として用いられ

　る指標です。

（2）除細動器又はペースメーカを植え込んだもの

　　除細動器を植え込んだものは、第7級に認定します。また、ペースメーカを植え

　込んだものは、第9級に認定します。

（呂）心臓φ弁；を置i換）たもφ■

　　房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、継続的に抗凝血薬療法を行うものは

　第9級に、それ以外のものは第11級に認定します。

（4）大動脈に解離を残すもの

　　大動脈に偽腔開存型の解離を残すものは、第11級に認定します。
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（1）食道の障害

食道の狭さくによる通過障害を残すものは、第9級に認定します。

（2）胃の障害

　胃の全部又は一部を失ったことによる障害は、そのことによって生じる症状の有

無により、次により等級を認定します。

障害等級
消化吸収障害

@　※1

ダンピング症候群

@　※2

胃切除術後逆流性食道炎

@　　　※3

第7級 あり あり あり

第9級 あり あり なし

あり なし あり

第11級 あり なし なし

なし あり なし

なし なし あり

第13級 なし なし なし

※1　「消化吸収障害」とは、胃の全部又は一部を切除したことにより、食餌が十分

　　に消化されなくなるために起こるものです。胃の切除による消化吸収障害は、B

　　M1（体重（kg）を身長（m）の自乗で除した値）が20以下であることなどに

　　より認定します。

※2　「ダンピング症候群」とは、胃の幽門部（胃の出口の部分）を切除したことよ

　　り胃の内容物が急速に腸に送られるため、食後にめまい、起立不能等の症状を生

　　じるものをいいます。

※3　「胃切除術後逆流性食道炎」とは、胃の噴門部（胃の入り口の部分）を切除し

　　たことにより胃液等が食道へ逆流するた：め、食道に潰瘍等を生じ、胸焼け、胸痛

　　等の症状を生じるものをいいます。
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（3）小腸及び大腸の障害

ア　小腸を大量に切除したもの

　小腸を大量に切除したものは、次により等級を認定します。

　なお、小腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、「ウ

た：もの」の等級により認定します。

人工肛門を造設し

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第9級
残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となったもの

第11級
　残存する空腸及び回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったも

ﾌで、消化吸収障害が認められるもの

※　小腸を大量に切除したことによる消化吸収障害は、

　どにより認定します。

BM　lが20以下であることな

イ　大腸を大量に切除したもの

結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したものは、第11級に認定しま互。

　なお、大腸を切除したことにより人工肛門を造設したものは、「ウ　人工肛門を造設し

たもの」の等級により認定します。

ウ　人工肛門を造設したもの

人工肛門を造設したものは、次により等級を認定します。

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第5級
小腸（又は大腸）内容が漏出することによりストマ（※1）周辺に著

ｵい皮膚のびらんを生じ、パウチ（※2）等の装着ができないもの

第7級
人工肛門を造設したもの（第5級に該当するものを除く。）

※1　ストマとは、人工肛門の排泄口のことをいいます。

※2　パウチとは、便を貯める袋（蓄便袋）のことをいいます。

工　小腸（又は大腸）の皮膚痩を残すもの

　瘻孔から漏出する小腸（又は大腸）内容の量、及び小腸（又は大腸）内容が漏出するこ

とにより小腸（又は大腸）皮膚痩周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等を装着する

ことができないもの（以下rパウチ等1こよる維持管理が困難であるもの」とし、う・）の状

態により等級を認定します。
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障害等級 後　　　　　遺　　　　　症　　　　　状

第5級
　瘻孔から小腸（又は大腸）内容の全部又は大部分が漏出するもの

ﾅあって、パウチ等による維持管理が困難であるもの

第7級 瘻孔から小腸（又は大腸）内容の全部又は大部分が漏出するもの

　瘻孔から漏出する小腸（又は大腸）内容がおおむね100ml／日以

繧ﾌものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの

第9級
　瘻孔から漏出する小腸（又は大腸）内容がおおむね100ml／日以

繧ﾌもの

第11級
　瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸（又は大腸）内容が漏出す

髓�xのもの

　皮膚痩とは、組織の深い部分に形成された膿瘍が原因で皮膚の表面に通じている穴（皮

膚に開口した瘻孔）のことをいいます。

オ　小腸（又は大腸）の狭さくを残すもの

小腸（又は大腸）の狭さくを残すものは、第11級に認定します。

○　小腸に狭さくがある場合は、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状を生じます。小

　腸に狭さくがあることは、単純エックス線像において小腸ケルクリングひだ像が認めら

　れることなどにより認定します。

○　大腸に狭さくがある場合は、腹痛、腹部膨満感等の症状を生じます。大腸に狭さくが

　あることは、単純エックス線像において、貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当

　区間認められることなどにより認定します。

力　便秘を残すもの

用手摘便を要するものは第9級に、それ以外のものは第11級に認定します。

○　便秘を残すものについては、排便に関する神経の損傷があること、排便回数が週2回

　以下の頻度であること、恒常的に硬便であることなどにより認定します。

キ　便失禁を残すもの

　便失禁を残すものは、次により等級を認定します。

障害等級 後　　　　遺　　　　症　　　　状

第7級 完全便失禁

第9級 常時おむつの装着が必要なもの

第11級
　常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認

ﾟられるもの
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（5）肝臓の障害

　　肝臓の障害は、次により等級を認定します。

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第9級
　肝硬変（ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST（GOT）・

`LT（GPT）が持続的に低値であるものに限る。）

第11級
慢性肝炎（ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST（GOT）

EALT（GPT）が持続的に低値であるものものに限る。）

（6）胆のうの障害■

　　胆のうを失ったものは、第13級に認定します。

（7）すい臓の障害

　　すい臓の障害は、次により認定します。ただし、軽微なすい液痩を残したために
　皮膚に疼痛等を生じるものは、局部の神経症状として第12級又は第14級に認定しま

　す。

　外分泌機能とは、脂肪、蛋白、炭水化物を分解するための諸種の消化酵素を含んだ液

（すい液）を産生する働きをいいます・また・内分泌機能とは・糖・脂質イ　謝に重要縫

能を果たすインスリン、グルカゴンや消化管機能に重要な機能を果たすホルモンを分泌す

る働きをいいます。

　（8）ぴ■臓の障害

　　　ひ臓を亡失したものは、第13級に認定します。

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第9級
外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの

第11級
　外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められる

烽ﾌ

（9）腹壁瘢痕ヘルニナ等を残すもの

　　腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニア又は内ヘルニアを残すものは、

　次により等級を認定します。

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第9級
　常時ヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの、又は立位をし

ｽときヘルニア内容の脱出・膨隆が認められるもの

第11級
　重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内

eの脱出・膨隆が認められるもの
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（1）じん臓の障害

　　じん臓の障害については、一側のじん臓を失った場合と失っていない場合に区分
　し、じん機能の低下の程度（糸球体濾過値（G　F　R）で判定）により等級を認定し
　ます。

G　　F　　R　　値

31ml／分

@～
T0ml／分

51ml／分

@～
V0ml／分

71ml／分

@～
X0m［／分

91ml／分

@～

じん臓を失った場合 第7級 第9級 第11級 第13級

じん臓を失っていない場合 第9級 第11級 第13級

一
※　G　F　R値は、小数点以下を切り上げた数値

（2）尿路変向術を行ったもの

　　尿路変向術を行ったものは、次により等級を認定します。

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第5級
　非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することにより

Xトマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができな

｢もの

第7級
非尿禁制型尿路変向術を行ったもの（第5級に該当するものを除

ｭ。）

禁制型尿リザボアの術式を行ったもの

第9級
　尿禁制型尿路変向術（禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除

ｭ。）を行った：もの

第11級 外尿道口形成術を行ったもの
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（3）排尿障害を残すもの

　　排尿障害を残すものは、次により等級を認定します。

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第9級 残尿が100ml以上であるもの

第11級 残尿が50ml以上100ml未満であるもの

尿道狭さくのため、糸状ブジーを必要とするもの

第14級
i準用）

　尿道狭さくのため、尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張

pを行う必要があるもの

（4）尿失禁を残すもの

　　尿失禁を残すものは、次により等級を認定します。

障害等級 後　　　　遺　　　　症　　　　状

第7級 持続性尿失禁を残すもの

　切迫性尿失禁又は腹圧性尿失禁のため、終日パッド等を装着し、

ｩつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの

第9級
　切迫性尿失禁又は腹圧性尿失禁のため、常時パッド等を装着しな

ｯればならないが、パッドの交換までは要しないもの

第11級
切迫性尿失禁又は腹圧性尿失禁のため、常時パッド等の装着は要

ｵないが、下着が少しぬれるもの

（5）頻尿を残すもの

　　頻尿を残すものは、第11級に認定します。

11
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羅

生殖器の障害については、次により等級を認定します。

灘
『丁慕

障害等級 後　　　遺　　　症　　　状

第7級 両側のこう丸を失ったもの

両側の卵巣を失ったもの

常態として精液中に精子が存在しないもの

常態として卵子が形成されないもの

第9級
　陰茎の大部分を欠損したもの（陰茎を膣に挿入することができないと

Fめられるものに限る。）

勃起障害を残すもの

射精障害を残すもの

　膣口狭さくを残すもの（陰茎を膣に挿入することができないと認めら

黷驍烽ﾌに限る。）

　両側の卵管の閉塞又は癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子

{を失ったもの（画像所見により認められるものに限る。）

第11級
　狭骨盤又は比較的狭骨盤（産科的真結合線が10．5cm未満又は入口部横

aが11．5cm未満のもの）

第13級
　一側のこう丸を失ったもの（一側のこう丸の亡失に準ずべき程度の萎

kを含む。）

一側の卵巣を失ったもの

r…蕨ジ芳弼囂然マ潮漏1藷1薪；一語易菊聾、
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
1監督署又は者随府県労働局労災補償課までお問い合わせください・　　ノ

＼』．，＿．．＿．．＿．．＿．，＿．．＿一一＿－．＿．．＿．．＿”＿”＿”一”一”一”一・・一”一”一”一”一”一”一・・一・・一。・
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労　災　保　険

　　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に

　労災保険制度では、業務災害又は通勤災害により被災された方に対して、その方の症状が

固定した（治ゆ）後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を

発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保健上の措置として「アフター

ケア」を実施しています。

　アフターケアは、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労

働者災害補償保険法施行規則第11条の規定により指定された病院又は診療所若しくは薬局で

行うことができますが、その対象となるのは各対象傷病ごとに定められた範囲内の措置に限

られています。

　このパンフレットでは、アフターケアの対象傷病の範囲をはじめとして、手続等について

紹介しておりますので、ご一読の上、参考にしていただければ幸いです。

～お知らせ～

○　平成18年4月より、次の①から⑤が新しくアフターケアの対象となりました。

　①尿路変向術後（尿路系障害）　②ペースメーカ又は除細動器の植え込み後（虚血性

　、む、疾患等）　③循環器障害　④呼吸機能障害　⑤消化器障害

○　尿道狭さく（尿路系障害）及び慢性肝炎については、平成18年4月より措置内容に

　変更があります。

　　特に、慢性肝炎については、措置内容から薬剤の支給等が除外されていますので、

　こ留意ください。

　　　平成18年4月

厚生労働省
都道府県労働局
労働基準監督署



　アフターケアは、傷病が症状固定した後における保健上の措置として、次の一覧表に掲げ

る21傷病について、1か月に1回程度の診察及び保健指導その他一覧表に掲げる検査等一定

の範囲内で必要な措置を行うものです。

　なお、詳細については各々の頁を参照してください。

アフターケア制度一覧

炭鉱災害による
○薬剤の支給　　精神安定剤、鎮痛剤、他

n健康診断　　全身状態の検査、自覚症状の検査、 1

一酸化炭素中毒症 他
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○理学療法
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振　　動　　障　　害 ○検　　　査　　末梢循環機能検査、末梢神経機能 7

検査、末梢運動機能検査、他

○薬剤の支給　　ニコチン酸剤、Ca拮抗剤、他
上f ．認一；’一τ＝，
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l工骨頭置換

○検　　　査　　シンチグラム検査、他

尠�ﾜの支給　　鎮痛・消炎剤
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○検　　　査　　心理検査、脳波検査、他

尠�ﾜの支給　　向精神薬、睡眠薬、他

寳ｸ神療法、カウンセリング等

19
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尠�ﾜの支給　　去痰剤、呼吸器用吸入剤、他
22
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＊　アフターケアの手続、費用の算定方法及び費用の請求については、24頁以降に記載されていますので参考

にしてください。



○　趣

炭鉱災醤によるr醸似繭麟閂職旛に係るアフターケア

巳
目

　炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかった方については、その症状が固定した後にお

いても、なお、季節、天候、社会環境等の変化に伴って精神又は身体の後遺症に動揺をき

たすおそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について労災保険法による療養補償給付を受けていた

方で、その症状が固定した方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範　　　囲

　（1）診　 察……原則として1か月に1回程度

　（2）保健指導……診察の都度

　（3）薬剤の支給

　　①脳機能賦活剤　②精神安定剤　③筋弛緩剤　④鎮痛剤　⑤血管拡張剤

　　⑥抗パーキンソン剤　⑦抗痙攣剤　⑧内服昇圧剤

　（4）健康診断

　　　　　　　　　　　　　　適才　　　蚕幾言一■諺・■
　　　　　　　　　　　　　　　　∫　　｝｝■一1

年1回程度

　①～③の検査の結果、

必要に応じて、④～⑩の



○　趣 旨
目

　せき髄損傷者は、その症状が固定した後においても、尿路障害、褥瘡等の予防その他の

医療措置を必要とすることがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

・　業務災害又は通勤災害によるせき髄損傷者で、原則として労災保険法による障害等級

第3級以上の障害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定

した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認め

　られた方

・　障害等級第4級以下の障害（補償）給付を受けている方であっても、医学的に特に必

要と認められる方

○　期 間

　アフターケアを受けられる期間に制限はありませんが、3年ごとに健康管理手帳の更新

手続きが必要になります。

○　範　　　囲

　（1）診　　　察……原則として1か月に1回程度

　（2）保健指導……診察の都度

　（3）処　　　置……①褥瘡処置　②尿路処置

　　　医療機関での処置のほか、医師が必要と認めた場合には、褥瘡処置として自宅等で交

　　換のために使用する滅菌ガーゼ及び絆創膏を、また尿路処置として、自宅等で使用する

　　カテーテル、カテーテル用消毒液等（洗浄剤及び潤滑剤を含みます。）及び滅菌ガーゼ

　　を支給します。

　（4）検　　　査

①尿検査　　涯誓、　　■瀬塩犠　…、と鱗 1か月に1回程度

②腎機能麟蒙類、簾☆峯戴．■憂
T灘騨☆欝欝灘⑤腎臓、膀胱友擦家道φ；複第ネ線検査■5・，鰹　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　．『　　－　　　］

年1回程度

⑥損傷せき椎技び麻痺域蘭節め土ニッグ熱線検査｛

@C　T及びMR　I

　医学的に特に必要と認められる
鼾№ﾉ限り、年1回程度　　　　　　　　■

（5）薬剤の支給

　①抗菌剤②褥瘡処置用・尿路処置用外用剤③筋弛緩剤④自律神経剤

　⑤精神安定剤　⑥鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）⑦整腸剤、下剤及び浣腸剤



　　頭頸部外傷症候群等の傷病者は、その症状が固定した後においても、精神又は神経に障

　害を残す場合は、季節、天候、社会環境等の変化に伴い、その後遺症状に動揺をきたすお

　それがあることからアフターケアを行うものです。

　　　　　　旨○　趣

○　対　象　者
　・　業務災害又は通勤災害により次の①～⑥に掲げる傷病にり患した方で、原則として労

　　災保険法による障害等級第9級以上の障害（補償）給付を受けている方又は受けると見

　　込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフターケアの

　　実施が必要であると認められる方

　　　頭頸部外傷症候群

　　　頸肩腕症候群

　　　一酸化炭素中毒症（炭鉱災害によるものを除きます。）

　　　外傷による脳の器質的損傷

　　　腰痛

　　　減圧症
　　　上記①～⑥の傷病にり患した方で障害等級第10級以下の障害（補償）給付を受けてい

　　る方であっても、医学的に特に必要と認められる方

　①

　②

　③

　④

　⑤

　⑥

　●

　　原則として治ゆ後2年間ですが、外傷性てんかん、脳型の減圧症等の脳の器質的損傷又

　はせき髄型の減圧症に基づく症状を残す方で、医学的に継続してアフターケアを受ける必

　要があると認められる方は、引き続き受けることができます。

　　　　　　間○　期

○　範 囲

（1）診　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

．⑧心理検李

（4）薬剤の支給

　①神経系機能賦活剤　②精神安定剤　③筋弛緩剤　④自律神経剤　⑤鎮痛・消炎剤（外

　皮用剤を含みます。）　⑥抗パーキンソン剤　⑦抗てんかん剤　⑧循環改善剤（内服）

（5）そのほか、せき髄型の減圧症の方及び外傷による脳の器質的損傷により四肢麻痺等が

　出現した方で医師が必要と認めた方に対しては、「せき髄損傷に係るアフターケア」の

　措置のうち、処置、検査及び薬剤の支給が行われます。



○　趣 一
目

　尿道断裂や骨盤骨折等により、尿道狭さくの障害を残す方及び尿路変向術を受けた方は、

その症状が固定した後においても、尿流が妨げられることにより腎機能障害や尿路感染症

を発症するおそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害により、尿道狭さくの障害を残す方又は尿路変向術を受けた方で、

労災保険法による障害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固

定した方に限ります。）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認めら

れる方

○　期 間

原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要がある

と認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範　　　囲

　（1）診　　　察……原則として1～3か月に1回程度

　（2）保健指導……診察の都度

　（3）処　　　置

　　①尿道ブジー（誘導ブジーを含みます。）

　　②尿路処置（導尿、膀胱洗浄及び留置カテーテル設置・交換を含みます。）

　　　医師が必要と認めた場合には、自宅等で使用するためのカテーテル、カテーテル用消

　　毒液（洗浄剤及び潤滑剤を含みます。）及び滅菌ガーゼが支給されます。

　（4）検　　　査

■①尿検査i（尿培養検査を含み叢瓢墾憲蓄1 1～3か月に1回程度

．．

C…詠　　　　霧辮撚 年2回程度

厳謙麹灘猟△難難癖婁☆歎
E④腹部超音波検査・　　　1踏越『

年1回程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　一
DCT検査　　　　　　　．、芽一、．、　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　『　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　重｝一・一！「

　代用膀胱を造設した方に対し、

N1回程度

（5）薬剤の支給（尿道ブジー及び尿路処置の実施の都度、1週間分程度）

　①止血剤　②抗菌剤　③自律神経剤　④鎮痛・消炎剤　⑤尿路処置用外用剤



○　趣 巳
目

　慢性肝炎にり思した方で、その症状が固定した後においても、ウイルスの持続感染が認

められる方は、肝炎の再燃又は肝病変の進行をきたすおそれがあることからアフターケア

を行うものです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害によりウイルス肝炎にり思した方で、労災保険法による障害（補

償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）の

うち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範

　（1）

囲

　　診　　　察

　①HBe抗原陽性の方及びC型肝炎ウイルスに感染している方は、原則として1か月

　　に1回程度

　②HBe抗原陰性の方は、原則として6か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

一

①血液円盤繋鳶　，ノ霊湯　．淫書就、　ず■槌②腹部超音波検査

6か月に1回程度

③血液生化学検査　　　　　　．、　．．　　　　　　　　　　　　　　三．L」鰻繍■一、　簿雑嚢；繁一、と鴛　一一｝　　　　　　ジ蘇L繧 （1）HBe抗原陽性の方及びC型
@肝炎ウイルスに感染している方

』』騰　1☆潔蔦難 　は、1か月に1回程度

i2）H　B　e抗原陰性の方は、6か
　　　　　　　＝・〆一案二ll繋・・量

s爵1一凛』　媒　．皇『ロ』・イ■』Y 月に1回程度

■④B型肝炎ウイルス感染マーi々一♪稽　
■きD且σ〉抗体罎蓑』ミ

⑥H　c　v－RNA向定一’（定性）。検査べ　　　一』

FAF　P一（4一ブェトプ白テイン）一一
　医学的に特に必要と認められる

鼾№ﾉのみ行われます。
⑧P　I　VKA－II
⑨プロド自ジ壱ソ時間検査iシ　解熱☆雲レ誰

⑩CT検査達輩』釜鷲寸　　　　　ζ観経一　・・

※　平成18年4月か5は、薬剤の支給、H　PT、l　CG15分停滞率、MR1検査及びシンチ

グラム検査は、アフターケアの実施項目から除外されています。



○　趣 ヒ
目

　白内障等の眼疾患にり思した方は、その症状が固定した後においても、視機能に動揺を

きたすおそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害による白内障、緑内障、網膜剥離、角膜疾患等の眼疾患の傷病

者で、労災保険法による障害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方

（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要で

あると認められる方

・　障害（補償）給付を受けていない方（症状が固定した方に限ります。）であっても、

医学的に特に必要と認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後2年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範

　（1）

　（2）

　（3）

囲

診　　　察……原則として1か月に1回程度

保健指導……診察の都度

検　　　査

①』■矯正視力検査

②彰、屈折検査．霧，1

③ll細隙燈顕微鏡橦奪窪

「簿』籍離離■li㌶，

・⑥糞精密眼庫棟査

⑦＝量的視野検査

1か月に1回程度

（4）薬剤の支給

　①白内障用点眼剤 ②眼圧降下剤　③その他医師が必要と認める点眼剤



働鰭に係るアフターケア

○　趣 一
目

　振動障害にり思した方は、その症状が固定した後においても、季節の変化等に伴い、後

遺症状に動揺をきたすおそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　振動障害にり思した方で、労災保険法による障害補償給付を受けている方又は受けると

見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフターケアの

実施が必要であると認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後2年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範

U
②
β
倭
6

囲

診察……原則として1か月に2～4回程度

保健指導……診察の都度

理学療法……必要と認められる場合

注　　　射……特に必要な場合、一時的な消炎・鎮痛のため行います。

検　　　査

蕪1麟響』☆☆i☆
・イ翻下皮膚温●爪圧迫購欝欝1☆☆r，嚢

蒲欝1爪卑鷺灘1灘黙
舌■1糎下滝鱒覚騰雛｝1舞1，r灘、墾

一パ・，晃神経伝導速度検査（た聡しぐ蓮葉性尺骨神締麻i嘩｝三

　一の場合にのみ行われま．す。）一

⑤末梢騨辮購（勲の構鞭！l煮玄・）△，ll■1，
⑥手関節友ぴ肘関節のエザ》ス線検査

　（放射線による身体的影響を考慮して必要な場合に限

　り2年に1回程度）

年1回程度

（6）薬剤の支給

　①ニコチン酸剤②循環ホルモン剤③ビタミンBt、B2、B6、B12、E剤

　④Ca拮抗剤⑤交感神経α一受容体抑制剤⑥鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）



○　趣 巳
目

大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折をした方は、その症状が固定した後において

も、大腿骨骨頭壊死の発症をきたすおそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害により大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折をした方で、

原則として、労災保険法による障害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれ

る方（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が

必要であると認められる方

・　障害（補償）給付を受けていない方（症状が固定した方に限ります。）であっても、

医学的に特に必要と認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　察……原則として3～6か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

①血液一般，生化学検査

Aエックス線検車．二
3～6か月に1回程度

③シンチグラム検査、コンピューター断層撮影等

　医学的に特に必要と認めら

黷髀鼾№ﾉ限り、3～6か月

ﾉ1回程度

（4）薬剤の支給

　　鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）

．■ W’



○　趣 ビ
目

人工園圃・人工愚に係るアフターケア

　人工関節及び人工骨頭を置換した方は、その症状が固定した後における使用に伴い・挿

入人工関節及び人工骨頭の耐久性の問題による異常やルースニングにより症状が発現する

おそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害により人工関節及び人工骨頭に置換した方で、労災保険法による

障害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限りま

す。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

○　期 間

　アフターケアを受けられる期間に制限はありませんが、3年ごとに健康管理手帳の更新

手続が必要になります。

○　範 囲

（1）診　 察……原則として3～6か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

①血液一般・生化学検査
3～6か月に1回程度

②エックス線検査
一一一一

@　　　　　　　　　　三一　、　■

医学的に特に必要と認めら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一二一藤∫一
Bシシチグラム検査　　　　　　　　　．，一、馨 れる場合に限り、3～6か月

r　し竃∫i・’

に1回程度

（4）薬剤の支給

　　鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）



○　趣 ヒ
目

　骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方は、その

症状が固定した後においても、骨髄炎再燃のおそれがあることからアフターケアを行うも

のです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害による骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性

骨髄炎に移行した方で、労災保険法による障害（補償）給付を受けている方又は受けると

見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的にアフターケアの実施が

必要であると認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範

　（1）

　（2）

　（3）

囲

診察……原則として1～3か月に1回程度

保健指導……診察の都度

検　　　査

①血液一般■r生化学検査一一一　　　　　　　一 1～3か月に1回程度

②エックス線検査 3～6か月に1回程度

描釣撃揚醸査1毛b蚤醸1量・奪類■一

@④細菌検査　　　　　　　　　　矩　一■　｝

　医学的に特に必要と認められる

鼾№ﾉのみ行われます。

（4）薬剤の支給

　①抗菌剤（外皮用剤を含みます。）

　②鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）



○　趣 巳
目

戯曲醐臆緬に係るアフターケア

　虚血性心疾患にり思した方及びペースメーカ又は除細動器（以下「ペースメーカ等」と

いいます。）を植え込んだ方は、その症状が固定した後においても、狭心症、不整脈ある

いは心機能障害が残存することが多く、また、植え込んだペースメーカ等は、身体条件の

変化や機器の不具合等により不適正な機器の作動が生じるおそれがあることからアフター

ケアを行うものです。

○　対　象　者

　（1）虚血性心疾患にり思した方

　　・　業務災害により虚血性心疾患にり思した方で、労災保険法による障害等級第9級以

　　　上の障害補償給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限

　　　ります。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

　　・　障害等級第10級以下の障害補償給付を受けている方であっても、医学的に特に必要

　　　と認められる方

　（2）ペースメーカ等を植え込んだ方

　　　業務災害又は通勤災害によりペースメーカ等を植え込んだ方で、労災保険法による障

　　害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限りま

　　す。）のうち医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

○　期 間

（1）虚血性心疾患にり思した方

　　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要がある

　と認められる方は、引き続き受けることができます。

（2）ペースメーカ等を植え込んだ方

　　アフターケアを受けられる期間に制限はありませんが、3年ごとに健康管理手帳の更

　新手続きが必要になります。

○　範　　　囲

　（1）診　　　察

　　①虚血性心疾患にり思した方は、原則として1か月に1回程度

　　②ペースメーカ等を植え込んだ方は、原則として1～3か月に1回程度

　（2）保健指導……診察の都度

　（3）ペースメーカ等の定期チェック

　　　ペースメーカ等を植え込んだ方については、ペースメーカ等のパルス幅、スパイク間

　　隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標の計測とともに、アフターケア上

　　必要な指導が6か月～1年に1回程度行われます。

　　（費用の算定方法については、24頁をご覧下さい。）　　　　　　　　　（次頁に続く。）



（4）検　　　査

　①虚血性心疾患にり思した方

①血液一般・生化学検査

、、

A尿検査，、1

③心電函検査　　㌧ 1か月に1回程度

（安静時及ぴ負荷検査が行わ1れまずるア

④胸部エックス線棟査
　　　　　　　　　　　■孟　　幽　工！﨟f］馬　■！　一当　＋≡i、■

句草聖鯨座霧畷撫奪，≧．　　　　ゼ 医学的に特に必要と認められる
⑥心臓超音波検査　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　一、・二　　　一t一■ノ1辱諾

場合にのみ行われます。
⑦亡・臓核医学検査

②ペースメーカ等を植え込んだ方

①血液一般・生化学検査　　　　襟声・■曳　…・

A尿検査
B心電図検査一一一一＿　　■＿　　一＿、■一一

i安静時及び負荷検査が行わ嬉戴・，．．、■■

1～6か月に1回程度

④胸部エックス線検査 6か月に1回程度

⑤ホルター心電図検査・ 年1回程度

　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　　』　　　　　　A　　　　　　■　　　　一
E心臓超音波検査■　一

F心臓核医学検査　　　　　　　　■飴・

　医学的に特に必要と認められる

鼾№ﾉのみ行われます。

（5）薬剤の支給

　①抗狭心症剤　②抗不整脈剤　③心機能改善剤　④循環改善剤（利尿剤を含みます。）

　⑤向精神薬

・コ2’



○　趣 旨
目

尿路系腫瘍は、その症状が固定した後においても、再発の可能性が非常に高い疾病であ

り定期的な検査が必要となることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

業務に起因する尿路系腫瘍にり思し、労災保険法による療養補償給付を受けている方で、

この尿路系腫瘍の症状が固定したと認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　　　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

■－
@　－一ご｛・　　　↓．一r■イび　一

@尿検査．．、

A尿細胞診、
1か月に！同程度

③内視鏡検査
A鱒音嬉構，｛⑤腎盂造影検査

ECT

3～6か月に1回程度

（4）薬剤の支給

　①再発予防のための抗がん剤

　　（医学的に特に必要な場合のみ行われ、投与期間は治ゆ後1年以内です。）

　②抗菌剤

13｝



○　趣 旨
日

　脳血管疾患は脳動脈硬化症、高血圧症等を基礎疾患として発病し、脳の血管性病変に由

来する器質的損傷が出現した場合、その症状が固定した後においても、この器質的損傷に

よる片麻痺等の後遺症状が残ることからアフターケアを行うものです。

　ただし、私病である高血圧症等基礎疾患については、アフターケアの対象とはなりません。

○　対　象　者

　業務に起因する脳血管疾患にり思し、脳の血管性病変に由来する器質的損傷により後

遺症状が残った方で、原則として労災保険法による障害等級第9級以上の障害補償給付

を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、

医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

　障害等級第10級以下の障害補償給付を受けている方であっても医学的に特に必要と認

められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　　　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

①曄搬●生化讐鳶、■一
1②聯李．

＠襯賄験査（騨撃桑ますφ）■一

、働庭平鱗旨随窯，鞍、
⑮麟賊クス鶴真簿∵、■
』⑥、（≧T、MRI　．　■意』・

⑦脳波検葦

⑧心理検査

年1回程度

（4）薬剤の支給

　①神経系機能賦活剤　②向精神薬（内服）　③筋弛緩剤　④自律神経剤

　⑤鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）⑥抗パーキンソン剤　⑦抗てんかん剤

　⑧脳循環改善剤（内服）

（5）そのほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等のために医師が必要と認めた方に対して

　は、「せき髄損傷に係るアフターケア」の措置のうち、処置、検査及び薬剤の支給が行

　われます。



○　趣 一
目

　有機溶剤中毒等（一酸化炭素中毒症（炭鉱災害によるものを含みます。）を除きます。）

及び酸素欠乏症により脳に障害を起こし、脳に器質的損傷が出現した場合には、その症状

が固定した後においても、後遺症状が残ることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　・　業務災害又は通勤災害による有機溶剤中毒等（一酸化炭素中毒症（炭鉱災害によるも

　　のを含みます。）を除きます。）及び酸素欠乏症により脳に器質的損傷が出現し、原則と

　　して労災保険法による障害等級第9級以上の障害（補償）給付を受けている方又は受け

　　ると見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフター

　　ケアの実施が必要であると認められる方

　・　障害等級第10級以下の障害（補償）給付を受けている方であっても、医学的に特に必

　　要と認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　　　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

①血液一般・生化学検査．

②尿検査

③視機能検査（眼底検査を含参ます。）

④前庭平衡機能検査

⑤頭部エックス線写真検査一一

⑥CT、MR　I
⑦脳波検査

⑧心理検査

年1回程度

（4）薬剤の支給

①神経系機能賦活剤　②向精神薬（内服）　③筋弛緩剤　④自律神経剤

⑤鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）　⑥抗パーキンソン剤　⑦抗てんかん剤

⑧脳循環改善剤（内服）

（5）そのほか、脳の器質的損傷による四肢麻痺等のために医師が必要と認めた方に対して

　は、「せき髄損傷に係るアフターケア」の措置のうち、処置、検査及び薬剤の支給が行

　われます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　’■■1■5〆



○　趣 旨
目

外傷による朱鞘繭隙翻疑傷に係るアフターケア

　外傷により末梢神経を損傷した方は、その症状が固定した後においても、末梢神経の損

傷に起因するRSD（カウザルギーを含みます。）による激しい疼痛等が残り、この痛み

等を緩和する必要があることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害による外傷により末梢神経を損傷し、症状が固定した後も激しい

疼痛が残った方で、労災保険法による障害等級第12級以上の障害（補償）給付を受けてい

る方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期

にアフターケアの実施が必要であると認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

〇一範 囲

（1）診　　　察……原則として1か月に1～2回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）注　　　射……1か月に2回を限度として神経ブロックを行うことができます。

　　　　　　　　　（医学的に特に必要な場合にのみに行われます。）

（4）検　　　査

①血液一般・生化学検査

A尿検査
1か月に1回程度

③エックス線検査

C骨シンチグラム検査

　医学的に特に必要と認められる場合に限り、

N2回を限度

（5）薬剤の支給

　　鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）

6・
－



○　趣 一
目

　熱傷の傷病者には、その症状が固定した後においても、傷痕による皮膚のそう痒等の後

遺症状を残すことがあることからアフターケアを行うものです。

○　対象者
　業務災害又は通勤災害による熱傷の傷病者で、労災保険法による障害等級第12級以上の

障害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限りま

す。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　　　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

，鱒鴎磐噛僻樽静・
一蘇検査■、。

年1回程度

（4）薬剤の支給

　　外皮用剤等（抗菌剤を含みます。）



○　趣 旨
目

サリン帽に係るアフターケア

　特に異常な状況下において、強力な殺傷作用を有するサリンに中毒した方は、その症状

が固定した後においても、縮瞳、視覚障害、末梢神経障害、筋障害、中枢神経障害、心的

外傷後ストレス障害等の後遺症状について、増悪の予防その他の医学的措置を必要とする

ことからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　　業務災害又は通勤災害（いわゆる「地下鉄サリン事件」）によりサリンに中毒した方で、

　労災保険法による療養（補償）給付を受けて、サリン中毒が治ゆした方のうち、次の①～

　④に掲げる後遺症状によって、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認めら

　れる方

　　①縮瞳、視覚障害等の眼に関連する障害

　　②筋萎縮、筋力低下、感覚障害等の末梢神経障害及び筋障害

　　③記憶力の低下、脳波の異常等の中枢神経障害

　　④亡・的外傷後ストレス障害

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　　　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

■■

D心電図榛査警一

・⑥筋電図検車一

⑦脳波検査

。．璽心理嬢李、、

①血鯉準化学願．』灘畔

1灘雛翻灘繕灘麟総
…・■一■ E一 ｡寿☆』三謔ﾄi計峠＝一一

　　　㌃f，、；f■．ζ、。一翼季い…三一・．》

年2回程度

（4）カウンセリング等の実施

　　心的外傷後ストレス障害がある方については、必要に応じてカウンセリング等が行わ

　れます。

（5）薬剤の支給

　①点眼剤　②神経系機能賦活剤　③向精神薬　④自律神経剤

　⑤鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鋤簾



○　趣 旨
目

　業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病した方については、その症状が固定

した後においても、その後遺症状について、増悪の予防その他の医学的措置を必要とする

ことからアフターケアを行うものです。

○　対　象者

　　業務による心理的負荷を原因として精神障害を発病した方で、労災保険法による療養補

　償給付を受けて、この精神障害の症状が固定したと認められる方のうち、次の①～④まで

　に掲げる後遺症状によって医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる

　方

　　①気分の障害（抑うっ、不安等）

　　②意欲の障害（低下等）

　　③慢性化した幻覚性の障害又は慢性化した妄想性の障害

　　④記憶の障害又は知的能力の障害

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

①巳・理検査

A脳波検査、C　T、MR　I
年2回程度

③血液一般・生化学的検査　　　　　　　　　　旨　　■ 　向精神薬を使用している場合に限り、

N2回程度

（4）精神療法、カウンセリング等の実施

　　後遺症状として気分の障害又は慢性化した幻覚性の障害若しくは慢性化した妄想性の

　障害がある方については、必要に応じて精神療法、カウンセリング等が行われます。

（5）薬剤の支給

　①向精神薬（抗精神病薬、抗うっ薬、抗不安薬）　②睡眠薬　③神経系機能賦活剤



鰯輝雷に係るアフターケア

　　心臓弁を損傷した方、心膜の病変を残す方及び人工弁又は人工血管に置換した方は、そ

　の症状が固定した後においても、心機能の低下を残したり、血栓の形成により循環不全や

　脳梗塞等をきたすおそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　趣　　　　　　旨

○　対　象　者

　（1）心臓弁を損傷した方、心膜の病変の障害を残す方又は人工弁に置換した方

　　　業務災害又は通勤災害により、心臓弁を損傷した方、心膜の病変の障害を残す方又は

　　人工弁に置換した方で、労災保険法による障害（補償）給付を受けている方又は受ける

　　と見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフターケ

　　アの実施が必要であると認められる方

　（2）人工血管に置換した方

　　　業務災害又は通勤災害により、人工血管に置換した方で、症状が固定した方のうち、

　　医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

○　期 間

（1）心臓弁を損傷した方及び心膜の病変を残す方

　　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要がある

　と認められる方は、引き続き受けることができます。

（2）人工弁又は人工血管に置換した方

　　アフターケアを受けられる期間に制限はありませんが、3年ごとに健康管理手帳の更

　新手続きが必要になります。

○　範 囲

（1）診　 察……原則として！～3か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度
（次頁に続く。）



（3）検 査
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3～6か月に1回程度
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　人工弁に置換した方に対し、3

`6か月に1回程度実施
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　人工血管に置換した方に対し、

N1回程度実施
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�ﾔ騰鵜轟一奮．．
　医学的に特に必要と認められる

鼾№ﾉのみ行われます。

（4）薬剤の支給

　①抗不整脈剤　②巳・機能改善剤

　④向精神薬　⑤血液凝固阻止剤

③循環改善剤（利尿剤を含みます。）



呼畷囎に係るアフターケア

　　呼吸機能障害を残す方は、その症状が固定した後においても、咳や疾等の後遺症状を残

　すため、その症状の軽減及び悪化の防止を図る必要があることからアフターケアを行うも

　のです。

○　趣　　　　　　旨

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害を残す方で、労災保険法による障害（補償）

給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状が固定した方に限ります。）のうち、

医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範 囲

（1）診　　　察……原則として1か月に1回程度

（2）保健指導……診察の都度

（3）検　　　査

①血液一般・炎症反応（C　RPを含み

@ます。）・生化学検査

A喀痰細菌検査

Bスパイログラフィー検査

A④胸部手■讐クス線櫛二■　　　　L

年2回程度

⑤血液ガス分析 年2～4回程度

⑥胸部C　T検査　　⊥ 年1回程度

（4）薬剤の支給

　①去痰剤　②鎮咳剤　③喘息治療剤　④抗菌剤　⑤呼吸器用吸入剤

　⑥鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）
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○　趣 ヒ
目

　消化器を損傷した方で、その症状が固定した後においても、消化吸収障害、逆流性食道

炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害又は膵機能障害（以下「消化吸収障害等」

といいます。）の障害を残す方は、腹痛や排便機能障害等を発症するおそれがあること、

また、消化器ストマ（大腸皮膚痩、小腸皮膚痩及び人工肛門）を造設するに至った方は、

反応性びらん等を発症するおそれがあることからアフターケアを行うものです。

○　対　象　者

　業務災害又は通勤災害により、消化吸収障害等を残す方又は消化器ストマを造設した方

で、労災保険法による障害（補償）給付を受けている方又は受けると見込まれる方（症状

が固定した方に限ります。）のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると

認められる方

○　期 間

　原則として治ゆ後3年間ですが、医学的に継続してアフターケアを受ける必要があると

認められる方は、引き続き受けることができます。

○　範

　（1）

　（2）

　（3）

囲

　　診察……原則として1か月に1回程度

　　保健指導……診察の都度

　　処　　　置

　①ストマ処置②外痩の処置

　　医師が必要と認めた場合には、自宅等で使用するための滅菌ガーゼが支給されます。

（4）検　　　査

ll動聴講幽晦輩li▽一■i焼一　
H鰺鱒騨、．臨．尋鷹☆鼻，一．一磁

3か月に1回程度

湛｝脱　f髪上甲・・章　　一一■≦詳　　　　　f一■『

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘

ﾔ鰹難灘畢・RCPを含嚇》・

D⑥腹部clT検査■

　医学的に特に必要と認めら

黷髀鼾№ﾉのみ行われます。

（5）薬剤の支給

　①整腸剤、止瀉剤　②下剤、浣腸剤　③抗貧血用剤

　④消化性潰瘍用剤　⑤蛋白分解酵素阻害剤　⑥消化酵素剤

　⑦抗菌剤（外皮用剤を含みます。）　⑧鎮痛・消炎剤（外皮用剤を含みます。）



アフターケアの手続

　アフターケア対象者が受診する際には、その都度、健康管理手帳（27頁参照）を医療機関

に提出することになっていますので、医療機関において所定の欄にその結果を記入してくだ

さい。

　またアフターケアに要した費用は、アフターケア委託費請求書（28頁参照）により、医療

畿関の所在地を管轄する都道府県労働局長あて請求することにより支払われます。

アフターケアに要する費用の算定方法

　アフターケアに要した費用の額は、それぞれ次の項目ことに定める方法により算定した額

となります。

　なお労災診療費算定基準に定める初診時ブラッシング料及び再診時療養指導管理料並びに

健保点数表に定める外来管理加算、継続管理加算、在宅自己導尿指導管理料及びてんかん指

導料は、アフターケアにおいては認められませんのでこ留意ください。

1　診察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホコ　　労災診療費算定基準に定める初診料又は再診料の額若しくは健保点数表に定める外来診

　　　　　　　　　　ゆセ療料の点数に労災単価を乗じて得た額です。

　　なお、診療時に受診していた医療機関に引き続きアフターケアで受診をした場合には、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホま　アフターケアにおける最初の診察は再診料の額若しくは健保点数表に定める外来診療料の

点数に労災単価を乗じて得た額となります。

2　保健指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　健保点数装に定める特定疾患療養指導料の点数に労災単価を乗じて得た額です。

　　ただし、月2回の算定を限度とし、許可病床数が200床以上の病院においては、保健指

導の費用は算定できません。

　　なお、後記5のペースメーカ等の定期チェック及び後記6の精神療法・カウンセリング

　等と同時に行った場合は、保健指導に係る費用は算定できません。

3　処置
　　　　　　　ホま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　

①健保点数表に定める点数に労災単価を乗じて得た額です。

②自宅等で使用する滅菌ガーゼ、絆創曹、カテーテル等の材料を支給した場合には、医

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　療機関の購入単価を10円で除して得た点数に労災単価を乗じて得た額です。

轍欝



4　検査
　　　　　　ホマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　

　健保点数表に定める点数に労災単価を乗じて得た額です。

　　た：だし、振動障害に係る検査の一部については、労災診療費算定基準に定める所定の点
　　　　　　ホを
数に労災単価を乗じて得た額となります。

5　ペースメーカ等の定期チェック
　　　　　　ゆま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホセ

　健保点数表に定める心臓ペースメーカー指導管理料の点数に労災単価を乗じて得た額で

す。

6　精神療法・カウンセリング等
　　　　　　ネ　
　健保点数表に定める通院精神療法、通院集団精神療法、精神科作業療法及び精神科デイ
　　　　　　　　　　　ホ　
　　ケアの点数に労災単価を乗じて得た額です。

7　薬剤の支給
　　　　　　　　ホマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホを

　①健保点数表に定める点数に労災単価を乗じて得た額です。

　②医療機関が交付した処方箋に基づき院外薬局において薬剤の支給を行った場合には、
　　　　　　　ホヨ
　　　調剤点数表により算定した額です。

　③次の薬剤を支給する場合は、健保点数表に定める特定薬剤治療管理料の点数に労災
　　　　　　
　　単価を乗じて得た額を算定できます。ただし、健保点数表に準じて算定します。

　　　　1）抗てんかん剤　H）抗不整脈剤

　　　　＊1：健保点数表……健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（平成6年厚生省告示第54号）

　　　　　　　　　　　の別表第1医科診療報酬点数表

　　　　＊2：労災単価……労災診療費算定基準（昭和51年1月13日付け基発第72号）に定める単価

　　　　＊3：調剤点数表……健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法（平成6年厚生省告示第54号）

　　　　　　　　　　　の別表第3調剤報酬点数表

アフターケア委託費の請求について

　アフターケアに要した費用の請求に当たっては、前記により算定した毎月分の費用の額を

アフターケア委託費請求書に記載の上、アフターケア実施医療機関等の所在地を管轄する都

道府県労働局長あて提出することになります。

　この請求の際には、アフターケア委託費請求内訳書を1回の診察等ことに1枚作成し、ア

フターケア委託費請求書に添付するものとします。

　なお、（財）労災保険情報センター（R　l　C）と契約されている労災指定医療機関につい

ては、R　I　C各都道府県事務所へ提出してください。
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アフターケア傷病コードについて

　アフターケア委託費請求内訳書には、対象となるアフターケア傷病コードを記入すること

となってし、ますが、頭頸部外傷症候群等、尿路系障害、慢性肝炎、虚血性嫉悪報び循環

器障害に係るアフターケア傷病コードには枝番号を付与していますので、枝番号を含めた傷

病コードをアフターケア委託費請求内訳書に記入してください。

00@　　　　　炭坑災害による一酸化炭素中毒症 08

　　　　　　　　　　醸二聖，

l工関節・人工骨頭置換

01 せき髄損傷 09 慢性化膿性骨髄炎

頭頸部外傷症候群等 虚血性心疾患等

02－1 頭頸部外傷症候群 10－1 虚血性心疾患

02－2 頸肩腕症候群 10－2 ペースメーカ及び除細動器

02－3 一酸化炭素中毒症（炭鉱災害を除く。） 11 尿路系腫瘍

02－4 外傷による脳の器質的損傷 12 脳血管疾患

02－5 腰痛 13 有機溶剤中毒等

02－6 減圧症 14 外傷による末梢神経損傷

尿路系障害 15 熱傷

03－！ 尿道狭さく及び尿路変向術後 16 サリン中毒

03－2 代用膀胱造設後 17 精神障害

慢性肝炎 循環器障害

04－1
H　B　e抗原陽1生及びC型肝炎ウイルス感染 18－1 弁損傷及び心膜病変

04－2 H　B　e抗原陰性 18－2 人工弁置換後

05 白内障等の眼疾患 18－3 人工血管置換後

06 振動障害 19 呼吸機能障害

07 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折 20 消化器障害
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都道府県労働局一覧
北海道 060－8566 札幌市北区北8条西2－1－1　札幌第1合同庁舎 011（709）2311

青森 030－8558 青森市新町2－4－25青森合同庁舎 017（734）4115

岩手 020－0023 盛岡市内丸7－25盛岡合同庁舎1号館 019（604）3009

宮城 983・8585 仙台市宮城野区鉄砲町1　仙台第4合同庁舎 022（299）朋43

秋　田 010－0951 秋田市山王7－1－3　秋田合同庁舎 018（883）4275

山形 990ト8567 山形市緑町1－5－48山形地方合同庁舎 023（624）8227

福島 960－8021 福島市霞町1－46福島合同庁舎 024（536）4605

茨城 310」8511 水戸市北見町1－11 029（224）能17

栃木 320－0845 宇都宮市明保野町1－4　宇都宮第2地方合同庁舎 028（634）9118

群馬 371・8567 前橋市大渡町1－10－7　群馬県公社総合ビル8F　・ 027（210）5006

埼玉 330－6016 さいたま市中央区新都心11－2　ランド・アクシス・タワー15F 048（600）6207

干葉 260」8612 干葉市中央区中央4－11－1　干葉第2地方合同庁舎 043（221）4313

東京 112－8571 文京区後楽1－7－22 03（3814）5319

神奈川 231－8434 横浜市中区北仲通5－57横浜第2合同庁舎 045（211）7355

新潟 951－8588 新潟市川岸町1－56 025（234）5925

富山 930・8509 富山市牛島新町11－7「富山合同庁舎 一」
黶E

A．」076（432）2739

石川 920－0024 金沢市西念3－4－1　金沢駅西合同庁舎 076（265）4426

福井 910心O19 福井市春山1－1－54福井春山合同庁舎　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 言i　O776（22）2656

山梨 400－85ア7 甲府市丸の内1－1－11 055（225）2856

長野 38〔ト8572 、長野市中御所1－22－1　　　　　　　　　　　　翫プ．． 026（223）0556

岐阜 500－8723 岐阜市金竜町5－13岐阜合同庁舎 058（245）8105

静岡 420』8639 静岡市葵区追手町9－50・静内地方合同庁舎』 0尋4（254）6369

愛　知 460－8507 名古屋市中区三の丸2－5－1　名古屋合同庁舎第2号館 052（972）0259

三重 514・8524 津市島崎町327－2　津第2地方合同庁舎 059（226）2109

滋賀 520－0057 大津市御幸町6－6 077（522）6630

京都 604・0846 京都市中京区両替町還御池上ル金吹町451 075（241）3217

大阪 540－8527 大阪市中央区大手前4－1－67大阪合同庁舎第2号館 06（6949）6507

兵庫 650・0044 神戸市中央区東川崎町1－1－3　神戸クリスタルタワー16F 　　　　一A078（367）9155

奈　良 630－8570 奈良市法蓮町387奈良第3地方合同庁舎 0742（32）0207

和歌山 640・8581 和歌山市中之島2249 、073（422）2176

鳥　取 680－8522 鳥取市富安2－89－9 0857（29）1706

島根 690・0841 松江市向島町134－10松江地方合同庁舎 一〇852（31川59

岡　山 700－8611 岡山市下石井1－4－1　岡山第2合同庁舎・ 086（225）2019

広島 730・8538 広島市中区上八丁堀6－30広島合同庁舎2号館 082（221）9245

山　口 753－8510 山口市中河原町6－16山口地方合同庁舎2号館 083（995）0374

徳島 770－0851 徳島市徳島町城内6－6　徳島地方合同庁舎 088（652）9144

香川 760－0018 高松市天神前5－12 087（831）7282

愛媛 79〔レ8538 松山市若草町4－3　松山若草合同庁舎 089（935）5206

高知 780－8548 高知市南金田48－2 088（885）6025

福岡 812・0013 福岡市博多区博多駅東2－11－1　福岡合同庁舎 092（411）4799

佐賀 840－0801 佐賀市駅前中央3－3－20佐賀第2合同庁舎 0952（32）7193

長崎 852－8535 長崎市岩川町16－16長崎合同庁舎 095（813）1955

熊　本 860－0008 熊本市二の丸1－2　熊本合同庁舎 096（355）3183

大分 870」0037 大分市東春日町17－20大分第2ソフィアブラザビル6F 097（536）3214

宮崎 880－0805 宮崎市橘通東3－1－22宮崎合同庁舎 0985（38）8837

鹿児島 892－0816 鹿児島市山下町13－21鹿児島合同庁舎 099（223）8280

沖　縄 900－0006 那覇市おもろまち2－1－1　那覇第2地方合同庁舎 098（868）3559

　この記載内容又は詳細につきましてご不明の点がありましたら、最寄りの都道府県労「

働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。


